
(令和6年）(東京高裁）

民事及び刑事の両
方を担当している

裁判官数（内数）

(c)

刑事事件を担当し
ている裁判官数

民事事件を担当し

ている裁判官数
考考備備庁 名

(a) (b)

判事： 特例｜｜判事： 特例｜｜判事 ： 特例

本庁

知財高裁

ほかに長官1人及び事務局長1人がいる

|’’ 54：121i,△二｣‐
p pI

(最総二）

lOE

1

ｒ
／
」
’

54



(令和6年）(東京地家裁）
担当している裁判官数

事事件を担 民事及びヲ
している裁 の両方を1

官数 している；

家裁の事件を担当している裁判官数｜ 地裁の事件を

民事事件を担 刑
当している裁 当

庁 名 判官数 判

(a) (

｜判事;特例;未補|函

地裁本庁 lll225i38i501

を

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

少年事件を担

当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判
官数（内数）
(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名

(e)(d)(b)b)
| (c) | (d) || (e) | (f) | i:gr'

事:特例:未補||判事;特例;未補||判事:特例:未補|判事:特例沫補|判事:特例:未補||判雲特例;未補

(a)

51: 2: 14 ほかに所長1人がいる

家裁本庁

立ﾉ||支部

’９ ９４２ ２
’
’
２

3
凸'

11 ほかに所長1人がいる

31 8： 1： 3 1117

4； 31 1合計 33； 9242: 38: 531 59: 3: 17 11

(最総二）



(令和6年）(東京地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数
'

刑事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

東京簡裁

八丈島簡裁

伊豆大島簡裁

新島簡裁

八王子簡裁

立川簡裁

武蔵野簡裁

青梅簡裁

町田簡裁

兼務

2人は兼務

合計 42 1II83

(最総二）

72

1

1

1

2

2

2

1

1

29

1

１

1

2

4

2

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1



(令和6年）(横浜地家裁）
地裁の事件を担当している裁半|｣官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）
／ 、

(gノ

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担

当している裁

判官数 考備庁 名庁 名

／ 、

（eノ(d)(b)(a)

判事端例:未補|判事:特例:未補||判事:特例:未補|||判事;特例:未補||半|j事:特例:未補||判事:特例:未補||判事:特例:未補|||

32: 6: 81 12: 1; 611 : : || |ほかに所長1人がいる
||!16; ;-~113; : l li i ll lほかに所長1人がいる

地裁本庁

家裁本庁

川崎支部

相模原支部

横須賀支部

小田原支部

31I6 l’

畑
一
一
２
－
２
’
’
４

1: 211 10: 1

、
’
’
４
－
５
’
’
６

211 3211 3 22

皿
一
一
３
’
’
５
’
’
４

1 2 2 l’ 210: 1: 21 3l: 2

３
’
’
１
’
’
５
’
’
４

、
’
’
４
’
’
４
－
６ ;H

■一

団■■ 22 21111

合計 31111 381 1: 411 21: 1: 411 14: 1: 4111 25: 1: 456: 7: 111 25: 1: 101 8

(最総二）



(令和6年）(横浜地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数） 一

刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

横浜簡裁

川崎簡裁

相模原簡裁

横須賀簡裁

小田原簡裁

神奈川簡裁

保土ケ谷簡裁

鎌倉簡裁

藤沢簡裁

平塚簡裁

厚木簡裁

5人は地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務

合計 22122 29

(最総二）

4

3

2

1

1

4

2

1

2

1

1

4

3

2

6

3

4

2

1

2

1

1

4

3

2

1

1

4

2

1

2

1

1



(令和6年）(さいたま地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

民事事件を担

当している裁

判官数 考備庁 名庁 名

(d) (e)(a) (b)

判事:特例沫補||判事;特例;未補|判事:特例:未補|||判事:特例;未補||判事;特例:未補|判事:特例:未補||半'｣事;特例:未補'’

19: 2; 61 10: 2: 51 : 1: || |ほかに所長1人がいる
||8:':|2::111;;|| |ほかに所長1人がいる

地裁本庁

家裁本庁

越谷支部

川越支部

熊谷支部

秩父支部

19: 2: 61 10: 2: 5 I

28: 1I 11 1
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｜
田
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１
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１
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．…・一・・唯

１
１１

10； ： 3

6： 1： 1

３
’
’
１

： 3

1: 1

4: i l

6; 1: 1

； 3
－

1: 11

兼務

,△､垂↓‐
ロ ロ.I 43: 3: 101 34: 3: 91 23: 2: 411 26: 2: 21 18: 1: 511 11: 1: 211 24: 1: 4

(最総二）



(令和6年）(さいたま地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

さいたま簡裁

川口簡裁

大宮簡裁

久喜簡裁

越谷簡裁

川越簡裁

飯能簡裁

1人は兼務

4人は兼務

所沢簡裁

熊谷簡裁

本庄簡裁

秩父簡裁

1人は兼務

2人は家裁からの兼務

2511251合計 28

(最総二）

3

5

4

1

3

2

１

2

2

1

1

4

5

4

1

3

2

1

2

4

1

1

3

5

4

1

3

2

1

2

2

1

1



(令和6年）(千葉地家裁）
地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担

当している裁

半|｣官数 考備庁 名庁 名

(d) (e)(b)(a)

判事:特例:未補||半'｣事;特例:未補|判事;特例:未補|||判事:特例:未補||判事:特例;未補||判事:特例;未補''性'｣事;特例;未補||’

15；3i5117i：81； ；｜’ ’ほかに所長1人がいる

4 : : ,,! : ,,2:, ,|';" |い'||い|,,: : |
’ほかに所長,人がいる

令妾;,|" |dl;I =|,: =| : alM g|
2ilill2:1:112;｣;111:1; || :1:111 :1; ||1:1:111
': ml1; :ll'i : |■匪 ;|| ;■■■|: :||'; ml兼務
2:l;I2:1; ||2:1: ||2:1: ||2;l■■|2:l; ||2:1; |
,:; l': : ||'; ;||'i ;||! ;|| ; ;||'; ;||兼務

地裁本庁

家裁本庁

佐倉支部

一宮支部

松戸支部

木更津支部

館山支部

八日市場支部

佐原支部

７
－
３

2 111 1

2 3241

合計 71 2： 311 634: 5: 91 28: 2: 101 11: 2: 2111 23 2 2 12 2 2

(最総二）



(令和6年）(千葉地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判

官数（内数）
庁 名

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備

千葉一宮簡裁

松戸簡裁

木更津簡裁

館山簡裁

八日市場簡裁

佐原簡裁

市川簡裁

銚子簡裁

東金簡裁

2人は兼務、1人は地裁からの兼務

2人は地裁からの兼務

1人は兼務、3人は地家裁からの兼務

1人は地裁からの兼務

1人は兼務、3人は地家裁からの兼務

1人は地裁からの兼務

2311合計 23 33

(最総二）

4

2

2

3

2

1

3

1

3

1

1

5

2

3

5

5

2

4

2

3

1

1

4

2

2

3

2

1

3

1

3

1

1



(令和6年）(水戸地家裁）

I家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

半|j官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

民事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名

(e)(d)(a) (b)

判事;特例;未補||判事;特例:未補|判事:特例:未補||判事;特例;未補||判事:特例;未補||判華特例;未補||判事;特例;未補||’

4;;213:2:311::|| |ほかに所長1人がいる
’’3；&；’3；］；’3；1；｜’ ’ほかに所長1人がいる

4; : 11 6: : 11 4: : 11 6: ;__11 5: : 11 _5:_: 111 6: ; 1l

il ｣:-l i: : |, f豈差H妾号|'1』:|':』劃|f』霊|側…縦”
2i: lli : |li :||2: : ||: : | : ;||2; ;||
1:,; | :,; | ;'i ll':': |l: ; | ; ;||'i'ill判事及び特例判事補は兼務

地裁本庁

家裁本庁

土浦支部

下妻支部

日立支部

龍ケ崎支部

麻生支部

ll 6 111 4 14

合計 11 12: 2: 11 12: 2; 111 1416: 2: 31 15: 4: 41 10 2 llll l7 3 2 11

(最総二）



(令和6年）(水戸地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

水戸簡裁

笠間簡裁

日立簡裁

常陸太田簡裁

土浦簡裁

石岡簡裁

龍ケ崎簡裁

取手簡裁

麻生簡裁

下妻簡裁

下館簡裁

古河簡裁

兼務

1人は地家裁からの兼務

兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

1人は兼務、4人は地家裁からの兼務

1人は兼務

１
１

Ｊ
回

15 11 221合計

(最総二）

2

1

1

1

2

1

1

１

1

1

1

2

2

1

ワ
白

1

2

1

2

1

2

5

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2



(令和6年）(宇都宮地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁半|｣官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数 考考備備庁 名庁 名

(e)(d)(b)(a)

判事;特例沫補||判事;特例;未補||判事;特例:未補lll判事:特例;未補||判事;特例;未補||判事:特例;未補|||判事;特例;未補||’ ．

本庁

真岡支部

大田原支部

栃木支部

足利支部

ほかに所長1人がいる

10目15: 2: 311 12: 1: 111 12: 1: 11111 113 2 10 2合計

(最総二）

4： 1

1

1： 1

3

2

5

3：

2

3

3；

2

3i l

1

1： 1

3

2

8: 1: 3

1

1： 1

3

2

5： ： 1

1

1： 1

3

2

5： ； 1

1；

l： 1

3

2



(宇都宮地裁管内簡裁） (令和6年）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

庁 名 備 考

宇都宮簡裁

真岡簡裁

大田原簡裁

栃木簡裁

小山簡裁

足利簡裁

2人は兼務く1人は地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務

1人は兼務、3人は地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

101合計 20 110

(最総二）

5

1

1

1

1

1

5

3

3

4

3

2

5

1

1

1

1

1



(令和6年）(前橋地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

少年事件を担
当している裁

半|｣官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数 備備 考考庁 名庁 名

(d) (e)(b)(a)

半ll事:特例;未補|判事:特例;未補||判事:特例;未補|||判事:特例:未補||判事:特例:未補||判事:特例i未補|||判事;特例:未補

ほかに所長1人がいる

4人は兼務、ほかに所長1人がいる

地裁本庁

家裁本庁

高崎支部

桐生支部

太田支部

沼田支部

2211 441

６
’
’
４

○
乙
一
一
ワ
ー

２
’
－
４ ７５
’
’
１
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’
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l: 1 1I1: 11 11111

兼務11

ワ3 1J目 12： 114: 1 11: 1合計 15: 1: 2112: 1: 211 7: 1

(最総二）



(令和6年）(前橋地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
Ⅱ
‐
’
’
１
Ⅲ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

考備庁 名

前橋簡裁

高崎簡裁

桐生簡裁

1人は兼務

太田簡裁

沼田簡裁

群馬富岡簡裁

謡一燕

中之条簡裁

伊勢崎簡裁

館林簡裁

藤岡簡裁

121合計 il2112

(最総二）

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

１

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1



(令和6年）(静岡地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

半|｣官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

民事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名庁 名

(d) (e)(b)(a)

判事:特例未補|判事i特例:未補||判事特例;未補lll判事:特例:未補|判事:特例:未補|判事:特例;未補|||判事:特例:未補||’

7::311:2:11;:| |ほかに所長1人がいる
’’3；2； ｜ ；2： l i2；｜’ ’ほかに所長1人がいる

地裁本庁

家裁本庁

沼津支部

富士支部

下田支部

浜松支部

掛川支部

2

２３
４

2

111 341 3 15 3 11

２
’
’
１
’
’
４
’
’
１

1

２
’
’
１
’
’
５
’
’
１

l; |||判事1人は兼務1

２
’
’
１
’
’
２
’
’
１

１
’
’
３
’
’
１

11

3： 211未特例判事補1人は兼務3； 21 4 311 3 24: 1 |’

1

~卜

15: 6 8合計 2 2 411 6： 2： 2111 Ⅱ2： 4 318: 4: 41 9: 3: 3 2

(最総二）



(令和6年）(静岡地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数 考考備備庁 名

静岡簡裁

清水簡裁

熱海簡裁

三島簡裁

沼津簡裁

下田簡裁

1人は地家裁からの兼務

3人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務富士簡裁

島田簡裁

掛川簡裁 1人は地家裁からの兼務

浜松簡裁

151合計 11412II

(最総二）

3

1

1

1

2

1

1

1

2

2

3

1

2

1

4

1

3

1

3

2

3

1

1

1

1

1

1

1

2

2



(令和6年）(甲府地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

民事事件を担
当している裁

判官数 備 考庁 名庁 名

(e)(d)(b)(a)

判事;特例;未補||判事;特例:未補|判事;特例;未補lll判事;特例;未補||判事;特例;未補|判事:特例:未補|||判事;特例;未補

本庁

都留支部

ほかに所長1人がいる

2: 1: 111 2合計 23: 1: 211 2 21111 3 lli ll4： 1 2

(最総二）

2

1

l畠 li l

1

1

1

h

11 1： 1

1

｡

3； 1： 2

1

2号 1： 2

1

l： ： 2

1



(令和6年）(甲府地裁管内簡裁）
民事及び刑事の両方

を担当している裁判

官数（内数）

刑事事件を担当して

いる裁判官数
民事事件を担当して

いる裁判官数 考考備備庁 名

甲府簡裁

鰍沢簡裁

都留簡裁

富士吉田簡裁

錘
燕

’
’
’
’
’
’
３

51合計 5

(最総二）

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1



(令和6年）(長野地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁半ll官数
（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

民事事件を担
当している裁

判官数 備 考庁 名庁 名

(d) (e)(b)(a)

ﾄ'1事;特例;未補||判事:特例:未補|判事;特例;未補lll判事:特例:未補||判事;特例:未補||半ﾘ事;特例;未補||判事;特例;未補

本庁

上田支部

佐久支部

松本支部

諏訪支部

飯田支部

伊那支部

ほかに所長1人がいる

特例判事補1人は兼務

特例判事補1人は兼務

判事1人及び特例判事補は兼務

9： 5l1i 9： 211 9： 8： 211 8： 8： 2111 9： 7 5： 4 41： 4！合計

(最総二）

1： 1

l： 1

l： 1

3: 3

li l

1

1

2： 1

1

l； 1

1

1

1

1； 1

1

l畠 1

l：

1

1:

1

雌 1

1： 1

3： 2

1： 1

1

1

21 1！ 2
町

1胃 2

1： 1

3； 3

l胃 1

2： 1

1

2§ ： 2

l： 2

I； 1

l； 3

1： 1

2； 1

1

1： ； 2

l； 2

l： 1：

31：
上：

l畠 1

2 1

1



(令和6年）(長野地裁管内簡裁）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

備 考庁 名

長野簡裁

飯山簡裁

上田簡裁

佐久簡裁

松本簡裁

木曽福島簡裁

大町簡裁

諏訪簡裁

岡谷簡裁

飯田簡裁

伊那簡裁

1人は兼務

地家裁からの兼務

1人は兼務、3人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

131合計 13118

(最総二）

2

1

1

］

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

5

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1



(令和6年）(新潟地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

刑事事件を担

当している裁

判官数

民事事件を担

当している裁

判官数 考考備備庁 名庁 名

(d) (e)(b)(a)

半l1事:特例:未補||判事:特例:未補||判事:特例:未補||||判事;特例;未補|判事;特例;未補||判事;特例:未補||||判事:特例:未補||

3:2:311:2:llililll lほかに所長1人がいる
’’2： ■’2；； 2；；1 1特例判事補は兼務､ほかに所長1人がいる

,;il｣!:|I,'i:|]:;|:: ::||1: al
':': |'i'; ||':': ||｣:'; l':': ,':'il':': ||
- |3PF葱一百－|－扇」;|醗 】; | 3i 1;-|= ||

1:2: l1i2: |1:2: 11:2: |1:2: ll:2i ll:2: ||特例判事補1人は兼務
:,; | i,; | i'; | :': |'i'i l ;'; :';||判事は兼務

地裁本庁

家裁本庁

三条支部

新発田支部

長岡支部

高田支部

佐渡支部

0

1 |’1

合計 8； 5 7； 5 6 59: 7: 31 7: 7: 11 6: 6i 111 8: 6

(最総二）



(令和6年）(新潟地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数 備備 考考庁 名

新潟簡裁

新津簡裁

2人は兼務謡
一
一
識三条簡裁

新発田簡裁

村上簡裁

長岡簡裁

十日町簡裁

柏崎簡裁

南魚沼簡裁

高田簡裁

糸魚川簡裁

佐渡簡裁

2人は兼務、2人は地家裁からの兼務

兼務

務

地裁からの兼務

’ 141合計 16 112

(最総二）

2

1

1

１

1

2

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



(令和6年）(大阪高裁）

刑事事件を担当し

ている裁判官数

民事事件を担当し

ている裁判官数

民事及び刑事の両
方を担当している

裁判官数（内数）

(c)

庁 名 備 考

(b)(a)

判事 i 特例｜｜判事 i 特例 ｜ 判事 i 特例

本庁 ほかに長官1人及び事務局長1人がいる

561 211合計

(最総二）

5〔 21



(大阪地家裁） (令和6年）
地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

民事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

刑事事件を担
当している裁

判官数

年
当
判
ｊ庁 名庁 名 備備 考考

(e)(a) (b) (d)

判事:特例;未補||判事特例;未補|判事;特例:未補||幽事;特例;未補||判事;特例;未補|判事;特例:未補|l1判事;特例;未補|||

al'; :=｢m=|= 1T,| #？! _,|鯛訓：
90; 9: 221 29: 1: 1711 ;

7ilel3:]:21 :
6il; ||2: : |2:

未補lll判事;特例;未補

地裁本庁

家裁本庁

堺支部

岸和田支部

0

合計 103: 11: 2411 34: 2: 1911 2 41111 30: 4 4： 4： 311 4： 3 5 2

(最総二）



(令和6年）(大阪地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

大阪簡裁

大阪池田簡裁

豊中簡裁

吹田簡裁

茨木簡裁

東大阪簡裁

7人は地裁からの兼務

1人は兼務

1人は兼務

1人は兼務

1人は兼務

枚方簡裁 1人は兼務

3人は兼務、1人は地裁からの兼務

1人は兼務

1人は兼務

1人は兼務

1人は兼務

堺簡裁

富田林簡裁

羽曳野簡裁

岸和田簡裁

佐野簡裁

■
｜
罰

合計 410 19

(最総二）

35

1

1

1

2

2

3

6

1

1

2

1

15

2

2

2

2

2

2

5

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

5

1

1

2

1



(令和6年）(京都地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）
(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

民事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数 考考備備庁 名

(d) (e)(b)(a)

判雲特例:未補|判事:特例:未補|判事:特例:未補|||判事;特例:未補||判事:特例:未補|判事:特例:未補||判事特例;未補

20；3；7117；；41：■■ml
l7：』il2ii｜】；； －’

2: ー 2: :]|-|'i : l'; : |1; ; |,_li_:

+fl!■昌男~'M-: ,E:－妄号至－号
,:: |2::|,;:|l,;; |;;|:;|';;

地裁本庁

家裁本庁

舞鶴支部

園部支部

宮津支部

福知山支部

ほかに所長1人がいる

ほかに所長1人がいる

判事1人及び未特例判事補は兼務2 111 2 12 '1

1人は兼務

合計 43 2525: 3: 811 13 5 21111 11 i l

(最総二）



(京都地裁管内簡裁） (令和6年）

刑事事件を担当して
いる裁判官数
刑事事件を担当して
いる裁判官数庁名||罵議識当して

民事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

庁 名 考考備備

京都簡裁

舞鶴簡裁

園部簡裁

1人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

宮津簡裁

福知山簡裁

伏見簡裁

右京簡裁

向日町簡裁

木津簡裁

宇治簡裁

亀岡簡裁

京丹後簡裁

地家裁からの兼務

191 141合計 16

(最総二）

ワ
I

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1



(令和6年）(神戸地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

民事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数 備 考庁 名

(e)(a) (b) (d)

||判事:特例:未補||判事:特例;未補|判事:特例:未補|||判事;特例:未補|判事:特例:未補||判事:特例:未補lll判事;特例:未補||｜

||17:1:6117;:311;:| |ほかに所長1人がいる
|6:｣:ll'i';|｣; ml lほかに所長,人がいる

’3；：’4：；l3iil4：： ー ｜■固■■■－1
17:2E 2: :21 ;_;_25: : |3: i21&: : ||5: ml
|-J;;-|3: :|rgFF|3::1i; | ; 園■|3; al
|':;||'; ; l'; :|': ; |: ; |i:||': :||兼務
|5:2M|3;=| : al_4L: 1_1;l:21 : ; |-|
|':;||'; ; |｣; FI｣; :| ; al; :I-E ;||
rr;;|];;||';:-J-E; |;;II;;|-E;||
■ ; ||'; i_|l': IL'i_: |': ; |_L: : |': :__||合議事件が係属した場合には他庁の裁判官がてん補する
|'; : ||'i i ll'; ; ||'i : |1: i l'; i l'; ; ||

||| 40: 5: 911 24i l: 711 11; : 21I| 27i l: | 7: 2: 41 4i l: ||| 20: 1: 411

地裁本庁

家裁本庁

伊丹支部

尼崎支部

明石支部

柏原支部

姫路支部

社支部

龍野支部

豊岡支部

洲本支部

合計

(最総二）



(令和6年）(神戸地裁管内簡裁）
民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

神戸簡裁

伊丹簡裁

尼崎簡裁

明石簡裁

柏原簡裁

姫路簡裁

社簡裁 一

龍野簡裁

豊岡簡裁

浜坂簡裁

洲本簡裁

西宮簡裁

篠山簡裁

加古川簡裁

6人は兼務、1人は地家裁からの兼務

1人は兼務、3人は地家裁からの兼務

1人は兼務

1人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

兼務

2人は兼務

兼務

1人は兼務

171合計 3221

(最総二）

4

1

2

2

１

2

1

1

1

1

1

2

1

1

2

8

2

4

1

3

2

2

1

1

1

2

1

2

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1



(令和6年）(奈良地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁

の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）
／ ､

（gノ

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判
官数（内数）
(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担

当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数 考考庁 名 備備

(d) (e)(a) (b)

判事:特例:未補|判事:特例;未補||判事;特例沫補lll判事;特例:未補||判藝特例;未補|判事:特例;未補lll判事:特例;未補

本庁

葛城支部

五條支部

ほかに所長1人がいる

合計 111 5 46 6 116: 1: 111 4!

２

9

(最総二）

4！ ： 2

4

1

2： l： 1

1

1

3

1

2：

3

1：

2： ： 1

3

１

2：

2

1

1

3；

1



(令和6年）(奈良地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 備 考庁 名

奈良簡裁

葛城簡裁

五條簡裁

宇陀簡裁

吉野簡裁

庁 名

1人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

兼務

地家裁からの兼務

’
’
’
二
Ｉ

合計
ウ
I6 5

(最総二）

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1



(令和6年）(大津地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担

当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

備備 考考庁 名

(e)(a) (d)(b)

判事:特例;未補|判事;特例:未補|判事:特例:未補|||判事:特例:未補|判事;特例;未補||判事:特例;未補||判事;特例:未補

本庁

彦根支部

長浜支部

ほかに所長1人がいる

合計 111 2 81111 5

７

1111 3

７

311 8

(最総二）

5； ： 1

2

1；

2

2

1

7； ： 1 24胃 ； 3

ワ
色ゴ

1

5； ： 1

2

1

1

2

1



(令和6年）(大津地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名庁 名

大津簡裁

高島簡裁

甲賀簡裁

彦根簡裁

東近江簡裁

長浜簡裁

1人は兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

1人は兼務

2人は兼務、1人は地家裁からの兼務

1人は兼務

1人は地家裁からの兼務

合計 13 89

(最総二）

3

1

1

2

1

1

3

2

2

2

2

2

3

1

1

]’

1

1



(令和6年）(和歌山地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 ｜|’ 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担

当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

民事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担

当している裁

判官数 考考備備庁 名

(e)(d)(a) (b)

窺屈麗壹詞｜

■図■mlほかに所長,人がいる
■圃■|未特例判事補は兼務
一|兼務

判事

1

1

本庁

田辺支部

御坊支部

新宮支部 1

'’5 3114:3:212:2:2114:2: 11= l11 4: 1: 1 3 3畠 1合計 22

(最総二）

2； § 1

l； 1

1

1

3： 1§ 1

1国 1

1

2； ； 1

l胃 1

1

3日 ； 2

l： l： 1

1

1

ワ： 1： l白･ ▲ ｡

l； 1； 1

1

I

1

l胃 l胃 ］

； 1

1：



(令和6年）(和歌山地裁管内簡裁）

民事事件を担当して
いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

備 考庁 名

和歌山簡裁

御坊簡裁

田辺簡裁

新宮簡裁

湯浅簡裁

妙寺簡裁

橋本簡裁

串本簡裁

1人は兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務燕
一
一
擁

地家裁からの兼務

111診△吟三キ
ロ口I

10110

(最総二）

3

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

１

1

1

1



(令和6年）(名古屋高裁）

民事及び刑事の両
方を担当している

裁判官数（内数）
(c)

刑事事件を担当し
ている裁判官数

民事事件を担当し

ている裁判官数
考考備備庁 名

(b)(a)

判事； 特例 ｜判事 i 特例｜｜判事i 特例

本庁

金沢支部

ほかに長官1人及び事務局長1人がいる

22： 13i 4iへ三｣－
p pl

(最総二）

17

Ｆ
』
Ｌ

ｒ
し
』

と

4



(令和6年）名古屋地家裁）（

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁半ll官数
（内数）

(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

民事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数 備 考庁 名庁 名

／ 、

（eノ(d)(b)(a)

判事:特例:未補||判事:特例;未補|判雲特例;未補||判事;特例;未補||判事特例;未補||判事:特例;未補||判事:特例;未補

地裁本庁

家裁本庁

一宮支部

半田支部

岡崎支部

豊橋支部

７

181 13 判事1人は兼務、ほかに所長1人がいる

ほかに所長1人がいる

37 2

３
’
’
１

１’４
８

2

111 5 1 1 511 6 115

2

２
’
’
’
１
’
’
１

ｌ
ｌ
－
７
ｌ
ｌ
５

1

11

5

２
’
’
３
’
’
１

１
’
’
５
’
’
３

ｌ
ｌ
ｌ
４
ｌ
ｌ
４

２
二
１
’
－
１

ｌ
ｌ
－
５
ｌ
ｌ
３

２
’
’
１
’
’
１

4

1

１
’
’
１

1

11 11

9: 2: 111 3: 1 18: 4: 1合計 51: 6; 91 36: 6: 81 14: 4: 2111 21: 4

(最総二）



(令和6年）(名古屋地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数 備 考庁 名

名古屋簡裁

春日井簡裁

瀬戸簡裁

津島簡裁

一宮簡裁

犬山簡裁

半田簡裁

1人は地家裁からの兼務

2人は兼務、

4人は兼務、

1人は兼務

1人は地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務岡崎簡裁

安城簡裁

豊田簡裁

豊橋簡裁

新城簡裁

1人は兼務

合計 30 1827

(最総二）

11

1

1

1

2

1

2

2

2

1

2

1

5

1

1

1

3

1

4

局

イ

2

1

3

1

2

1

1

1

2

1

2

2

2

1

2

1



(令和6年）(津地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

少年事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

民事事件を担
当している裁

判官数 考庁 名庁 名 備

(d) (e)(b)(a)

判事:特例;未補||判事;特例:未補|判事;特例:未補lll判事:特例:未補|判事:特例沫補||判事:特例沫補||判琴特例:未補

本庁

松阪支部

伊賀支部

四日市支部

伊勢支部

熊野支部

ほかに所長1人がいる

1人は兼務

1人は兼務

合計 2111 17: 1: lll ll 1111 21: 1: 1718: 1: 211 14! 211 11 1

(最総二）

6胃 l： 2

2

1

6

2！

1

4； 胃 2

1

1

6

1

1

2胃 ： 2

1

6

1

1

4臼 l： 1

2

2

6

2；

1

4胃 i l

6：

1

： 1

6畠

1

8： 1: 1

2

2

6；

2

1



(令和6年）(津地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数 考庁 名 備

津簡裁

鈴鹿簡裁

松阪簡裁

2人は兼務

2人は兼務、2人は地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務

1人は兼務

伊賀簡裁

四日市簡裁

桑名簡裁

伊勢簡裁

熊野簡裁

尾鷲簡裁

2人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

131合計 13I19

(最総二）

3

1

2

1

2

1

1

1

1

3

1

4

3

2

1

3

1

1

3

1

2

1

2

1

1

1

1



(岐阜地家裁） (令和6年）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数
（内数）
(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

庁 名 考備

(a) (b) (d) (e)

判事;特例;未補||判事;特例;未補||判事;特例;未補||判事:特例;未補||判事:特例沫補|判事;特例沫補|||判事;特例:未補

本庁

大垣支部

高山支部

多治見支部

御嵩支部

ほかに所長1人がいる

合計 lOi ll! 211 110 II|| 6 10

７

5 1I0

(最総二）

4胃 1： 2

2

1

2

1

4： ： 1

2

1

2

1

2

1

2； ．

1

ｐ
■

4

2

1

2

1

4

2

1

2

2

1

4

2：

1

2

1



(令和6年）(岐阜地裁管内簡裁）
民事及び刑事の両方
を担当している裁判
官数（内数）

刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事事件を担当して

いる裁判官数 考考備備庁 名

岐阜簡裁

大垣簡裁

高山簡裁

多治見簡裁

御嵩簡裁

郡上簡裁

1人は地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

1人は兼務､ 2人は地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務 ．中津川簡裁

１
１

13111合計 1713

(最総二）

3

3

1

2

2

1

1

4

3

1

3

2

1

3

3

3

1

2

2

1

］



(令和6年）(福井地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数
､､

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名庁 名

(d) (e)(b)(a)

判事:特例:未補||判事:特例:未補|判事;特例味補|||判事:特例;未補||判事:特例:未補||判事;特例:未補lll判事;特例;未補

本庁

武生支部

敦賀支部

ほかに所長1人がいる

合計 21 5； 2： 211 5： 2 2 5: 1: 111 4: 2: 111 4: 1: 11111 5 2

■
、 2 11

(最総二）

3胃 2日 2

1

1

3； 2； 2

1

1

3： 2畠 2

l；

1

3胃 l： 1

1

1

3胃 2胃 1

1

3； li l

1

ｒ
■
Ｌ

l；

1

2： 1



(令和6年）(福井地裁管内簡裁）

騨|庁名
刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

を担当して

官数 備 考

福井簡裁 2人は地裁からの兼務

武生簡裁

大野簡裁

1人は兼務、1人は地裁からの兼務識一識

敦賀簡裁

小浜簡裁

日
日
｜
団

合計
『7

J9

(最総二）

2

2

1

1

1

4

2

1

1

1

2

2

1

1

1



(令和6年）(金沢地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

刑事事件を担

当している裁

判官数

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

少年事件を担

当している裁

判官数

民事事件を担

当している裁

判官数 備備 考考庁 名庁 名

(d)(b) (e)(a)

判事;特例:未補||判事:特例:未補|判事:特例:未補lll判事:特例:未補|判事;特例;未補||判事:特例:未補llll判事:特例:未補

本庁

小松支部

七尾支部

輪島支部

ほかに所長1人がいる

判事は兼務

兼務

合計 1： 11111 5： 1 4！ 42： 311 4 2 1 2 2 11

５

(最悪三丁

3； l目 3

1

1

1

l胃 1： 1

1胃 1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

3：

1

3

1

1

1

1



(令和6年）(金沢地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

１
１
‐
咄
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

刑事事件を担当して

いる裁判官数
民事事件を担当して

いる裁判官数 考考備備庁 名

金沢簡裁

小松簡裁

七尾簡裁

輪島簡裁

珠洲簡裁

1人は兼務、1人は地裁からの兼務耗
一
藩
一
一
識

’合計 89 110

(最総二）

4

2

1

1

1

5

2

1

1

1

3

2

1

1

1



(令和6年）(富山地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

民事事件を担

当している裁

判官数 備備 考考庁 名庁 名

(d) (e)(b)(a)

判事:特例沫補|判事;特例沫補||判事:特例:未補|||判事:特例;未補|判事;特例沫補|判事特例沫補|||判事特例:未補

本庁

高岡支部

魚津支部

ほかに所長1人がいる

兼務

5合計 lll 4! 1111 6

価
ａ iI

Dq111 79

(最総二）

5： ； 1

3

1

3； ： 1

3！

1

2

3胃

1

2

3

1

1； i l

3

l；

3

l： ； 1

；

1



(令和6年）(富山地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

富山簡裁

高岡簡裁

魚津簡裁

砺波簡裁

1人は兼務

兼務

日
一
一
３

611合計 7

(最総二）

3

1

1

1

3

2

1

1

3

1

1

1



(令和6年）(広島高裁）

民事事件を担当し

ている裁判官数

刑事事件を担当し

ている裁判官数
民事及び刑事の両
方を担当している

裁判官数（内数）
(c)

考考庁 名庁 名 備備

(b)(a)

判事 ： 特例 ｜判事i 特例 ｜判事； 特例
ほかに長官1人及び事務局長1人がいる本庁

岡山支部

松江支部

合計

(最総二）

l（

〔

ｒ
己
Ｌ

4

Ｆ
Ｕ
Ｌ

F

ぐ

し

『
到
当
ｒ
ｌ

Ｆ
ぐ
し



(令和6年）(広島地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

少年事件を担

当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
' ､

(cノ

民事事件を担

当している裁

判官数 備 考庁 名

(e)(d)(b)(a)

判事:特例:未補|判事;特例:未補|判事;特例;未補||判事;特例;未補|判事;特例;未補||判事:特例;未補lll判事;特例;未圃|’

813：516： ；311： ；21 1ほかに所長1人がいる
|4:2:|I4:2:|4:2;~-|| |ほかに所長1人がいる

2:1: |2:]: m ll2il; ||2ili l2:1:_||"l: ||
2; : |2: ; |2: : |2: : |l_1: : |1: : ||2: ml
4; :1|■國 ; 11-4: : 11-I; ; | 4: : 111-m ; |-|
:,: | ;,i l :,; | :': | :'; || :'; || :': ||

地裁本庁

家裁本庁

呉支部

尾道支部

福山支部

三次支部

4： 24ミ 2 41 2

2: 12： 1 2: ll

合計 811: 4: 11 11: 4 2 141 8： 2： 31112： 416: 5: 61 141 2

(最総二）



(令和6年）(広島地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

広島簡裁

東広島簡裁

可部簡裁

大竹簡裁

呉簡裁

竹原簡裁

尾道簡裁

福山簡裁

府中簡裁

三次簡裁

庄原簡裁

4人は兼務

1人は兼務、3人は地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務

1人は兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

合計 30 2222

(最総二）

11

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

12

1

1

1

4

1

3

3

1

2

1

11

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1



(令和6年）(山口地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

民事事件を担
当している裁

判官数 考考備備庁 名

(d) (e)(a) (b)

判事:特例;未補||判事:特例:未補|判事;特例;未補|||判事i特例i未補|半'1事:特例:未補||判事;特例;未補||半'｣事:特例;未補

本庁

周南支部

萩支部

岩国支部

下関支部

宇部支部

合計

判事1人は兼務、ほかに所長1人がいる

特例判事補1人は兼務

(最総二）

l： 1

2§ 1

1

l胃 1

2： 2

l： 1

l胃 1

i l

l： 1

l： 1

1

l胃 1

1

2； 1

1

1国 1

2胃 2

l： 1

3i i 2

2i l

1

l： 2

l目 2

l: 1

li l: 1

1； 1

1：

l畠 2

1： 2

l: 1

1

l； 1

1

1 2

2

l i l



(令和6年）(山口地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

山口簡裁

防府簡裁

周南簡裁

萩簡裁

長門簡裁

岩国簡裁

柳井簡裁

下関簡裁

船木簡裁

宇部簡裁

合計

1人は兼務、1人は地裁からの兼務

3人は兼務、2人は地家裁からの兼務

兼務

地家裁からの兼務

兼務

地家裁からの兼務
1

1

(最総二）

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

3

１

5

1

1

1

1

4

1

2

1

1

2

1

1

1

1

２
’

1

1



(令和6年）(岡山地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

民事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名庁 名

(e)(d)(b)(a)

判譲特例沫補|判事;特例;未補|判事;特例;未補|||判事:特例:未補|判事;特例:未補||判事:特例:未補||判事:特例i未補llll

7；」：215；；211； ill ’ほかに所長1人がいる
||",: |4!:,; |4;]'ill lほかに所長1人がいる

地裁本庁

家裁本庁

倉敷支部

新見支部

津山支部

合計

4: ]I41i 141； 1

3 1

1

1
＝

3

41 l

l

l
三三

4

6 1 l1 1

兼務1

1
＝

4

一室；唯
小一山痔函 １

’
’
’
’
２

1
旦＝

4

１
’
’
’
’
５

１
４
｜
｜
｜
｜
ワ
臼

１
’
’
’
’
５

’
三三

9

１
一
一
Ⅱ

2

(最総二）



(令和6年）(岡山地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考庁 名庁 名 備

岡山簡裁

玉野簡裁

児島簡裁

玉島簡裁

倉敷簡裁

笠岡簡裁

高梁簡裁

新見簡裁

津山簡裁

勝山簡裁

合計

2人は兼務

兼務

2人は兼務

兼務

兼務

(最総二）

6

1

1

1

2

1

1

1

1

1

5

1

1

1

3

1

1

1

1

1

5

1

1

1

2

I

1

1

1

1



(令和6年）(鳥取地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）
(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

民事事件を担

当している裁

判官数 考備庁 名

(d) (e)(b)(a)

判事;特例;未補||判事;特例;未補||判事:特例:未補lll判事;特例;未補|判事:特例:未補|判事;特例;未補||岨｣事:特例;未補

本庁

倉吉支部

米子支部

ほかに所長1人がいる

兼務

合計
79 20;3： 2 2 2llll 6: 225 2: 111 46 2 1

(最総二）

3

I

2： 2

2

1： 2

1

1： 2

4

1

2： 2

3： ： 1

1

2： 2

2胃 i l

1

2： 2

li i l

1
①

2： 2



(令和6年）(烏取地裁管内簡裁）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

備 考庁 名

烏取簡裁

倉吉簡裁

米子簡裁 1人は兼務

合計 4 33

(最総二）

1

1

1

1

1

2

1

1

1



(令和6年）(松江地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

民事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数 考傭庁 名

(d) (e)(b)(a)

判事;特例:未補||判事;特例:未補||判事;特例;未補I|判事:特例:未補||半'1事:特例:未補|判事;特例沫補|||判事:特例:未補

本庁

出雲支部

浜田支部

益田支部

西郷支部

合計

ほかに所長1人がいる

耗一蒜

(最総二）

2: 2： 2

1

1

1

li

2： 2： 1 1： 2： 1 3： 2: 2

1

1：

1

1

l： 1胃 2

1

1

1

1

2； l； 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



(令和6年）(松江地裁管内簡裁）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

考考庁 名 備備

松江簡裁

雲南簡裁

出雲簡裁

浜田簡裁

益田簡裁

川本簡裁

西郷簡裁

合計

1人は兼務

羅
一
藩
一
一
蒜

(最総二）

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1



(令和6年）(福岡高裁）

民事及び刑事の両
方を担当している

裁判官数（内数）

(c)

民事事件を担当し

ている裁判官数

刑事事件を担当し

ている裁判官数
考考備備庁 名

(b)(a)

判事i特例｜｜判事：特例｜｜判事：特例

本庁

宮崎支部

那覇支部

合計

ほかに長官1人及び事務局長1人がいる

lll

(最総二）

17

4

4

1〔

4

4

F
ぐ

し

4



(令和6年）(福岡地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁半|｣官数
（内数）

(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

民事事件を担

当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

刑事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名庁 名

(d) (e)(a) (b)

判事:特例;未補|半ﾘ事特例;未補||判妻特例:未補||判事;特例;未補|判事:特例:未補||判事;特例:未補lll判事;特例;未補''’

19:6:8111;:411;:21 Iほかに所長1人がいる
’8；：■■’7：；’7； ■’ Iほかに所長1人がいる

地裁本庁

家裁本庁

飯塚支部

直方支部

久留米支部

柳川支部

大牟田支部

八女支部

小倉支部

行橋支部

田ﾉ||支部

合計
句
’
’
’
０
△

８
’
’
２

７
’
’
３

333 3

１
－
６
｜
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
３

ｌ
ｌ
ｌ
４
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
’
’
１
－
２

ｌ
ｌ
ｌ
３
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
’
’
１

１
－
６
｜
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１

１
｜
ｌ
５
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
７

4 4

兼務

211 3: 2: 111 3: 1 33

３
’
’
１
’
’
１
’
’
’
’
５

1

’
’
’
１
’
’
１
’
’
’
’
３

11

１
’
’
２
’
’
１
’
’
’
’
４

１
’
－
１
’
’
１
’
’
’
’
３

２’’１’’１｜｜｜｜、

1人は兼務

l l

百F面
ll l

副rZZ

１’’’’昭

一応l
＝＝＝

39 211 17 2 lll l6: 1 3

(最総二）



(令和6年）(福岡地裁管内簡裁）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判

官数（内数）

備 考庁 名

福岡簡裁

宗像簡裁

甘木簡裁

飯塚簡裁

直方簡裁

久留米簡裁

うきは簡裁

柳川簡裁

大牟田簡裁

八女簡裁

小倉簡裁

折尾簡裁

行橋簡裁

田川簡裁

3人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

2人は兼務

兼務

1人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

18人は兼務

1人は地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務’■
■
｜
園

7511合計 38

(最総二）

22

１
１

1

1

2

1

1

1

1

3

1

１

2

30

1

1

4

2

4

1

2

2

2

21

1

2

2

22

1

]’

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1



(令和6年）(佐賀地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

民事事件を担
当している裁

判官数 考考備備庁 名庁 名

(e)(b) (d)(a)

判事:特例;未補||半'｣事;特例:未補|判事;特例:未補lll判事;特例;未補||判事;特例;未補||判事;特例:未補|||判事:特例:未補

本庁

武雄支部

唐津支部

ほかに所長1人がいる

7: 1: 13: 1: l11 2: 1合計 1目 111 3： 1 7: I|6： 1； 1 5

(最総二）

3： 畠 1

2

1： 1：

2： ： 1

2

1： I

【

2

1： 1

4

2

l： 1

2； ； 1

l： 1

1

1： 1

4胃 ： 1

2

1： 1



(令和6年）(佐賀地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数 考考備備庁 名

佐賀簡裁

鳥栖簡裁

武雄簡裁

鹿島簡裁

伊万里簡裁

唐津簡裁

2人は兼務

1人は兼務

3人は兼務、2人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

1人は兼務、2人は地家裁からの兼務

131合計 1318

(最総二）

4

1

4

１

1

2

4

2

5

2

2

3

4

1

4

1

1

2



(令和6年）(長崎地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

民事事件を担
当している裁

半|｣官数 備 考庁 名庁 名

(d) (e)(b)(a)

判事:特例;未補||判事;特例:未補||判事;特例;未補lll判雲特例;未補||判事:特例:未補||判事:特例:未補llll判事;特例;未補

本庁

大村支部

島原支部

佐世保支部

平戸支部

壱岐支部

五島支部

厳原支部

ほかに所長1人がいる

特例判事補は兼務
垂
捧

合計 3： 51111 6： 7

５

6： 7： 111 6

７

3： 5

画
、

9： 7 2

(最総二）

4胃 1！ 2

1； 1

1

2: 2

１

1

1

1

1； 1i l

l： 1

I：

2； 2

1

1

1

1

l： 1： 1

l: 1

1

2； 2国

1

１

1

寸 ■

l：

l； 2：

1

1

2； 2

1

1

1

1

1 2

l： 1

1

1

1

1； 2

l； 1

1

1

1

1

1

2 2

1

1

1

1



(令和6年）(長崎地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数 考庁 名 備

長崎簡裁

大村簡裁

島原簡裁

佐世保簡裁

平戸簡裁

壱岐簡裁

五島簡裁

厳原簡裁

諫早簡裁

新上五島簡裁

上県簡裁

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

2人は兼務、1人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

2人は兼務、1人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

|，

■
日
日
一
画

1 5111161合計

(最総二）

2

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

3

３

2

3

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1



(令和6年）(大分地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 lll 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(fj

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

刑事事件を担

当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名庁 名

(e)(d)(b)(a)

判蘂特例:未補|判事:特例;未補||判事;特例;未補lll判事;特例:未補|判事;特例:未補||判事:特例:未補||判事:特例:未補
判事1人は兼務、ほかに所長1人がいる本庁

杵築支部

佐伯支部

竹田支部

兼務

兼務

未特例判匿雪詞羅藩一涯詞Eﾖが係属した塲吾IE
は他庁の裁判官がてん補する中津支部

日田支部

|| 12: 2: 411 7: 2: 211 6: 2i 2111 7: 1: 2 li 21111 6: li 13 ] 2 3診△言＋
ロ ロ！

(最総二）

2胃 ： 1

1

1

1

l： l： 1

1

2： 畠 1

1： l： 1

2§ ： 1

1： l； 1

l； ： 1

1

1

1 －

上告

l： 1

1；

7： l： 3

1

1

l；

1： l： 1

l：

2： 1回 1

1

1

１

1： 1： 1

1

l： 1： 1

1

1

l； ．

l： l； 1

1



(令和6年）(大分地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数 考考備備庁 名

大分簡裁

別府簡裁

杵築簡裁

中津簡裁

豊後高田簡裁

日田簡裁

竹田簡裁

佐伯簡裁

臼杵簡裁

2人は兼務

1人は兼務

1人は兼務、

1人は兼務、

1人は地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

191合計 1I212

(最総二）

4

1

1

1

1

1

1

1

1

4

2

2

3

1

2

2

2

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1



(令和6年）(熊本地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 譲罐薯但零

：
巨件を担
ぐいる裁

女

を担当している裁判官数

手事件を担 家事及びと
している裁 の両方をイ

官数 しているう

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担

当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

民事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名庁 名

(e)e)(d) （(b)(a)

判事;特例;未補|半'｣事;特例;未補||判事;特例;未補||判事;特例:未補|函

7;2!412il:41 : :411

特例;未補||判事:特例;未補||判事:特例:未補事

地裁本庁 47: 2: 411 2i li 4 ほかに所長1人がいる

家裁本庁

玉名支部

山鹿支部

阿蘇支部

八代支部

人吉支部

天草支部

2

1

1

1

1

1

1

２’１
２

2： 22： 22 22 22 ほかに所長1人がいる

１
－
１
｜
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１

11

’
’
’
１
’
’
１
’
’
１
’
’
’
’
’
１

ｌ
ｌ
ｌ
１
室
１
’
’
１
’
’
’
一
一
１

11

１
｜
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１

1 羅一擁

1i 1l 1： 111 11 111 11

111

合計 4： 3 4： 313: 3: 41 8: 2: 41 6: 1: 4111 8i 3 6： 1

(最総二）



(令和6年）(熊本地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数 考庁 名 備

熊本簡裁 3人は兼務、1人は地裁からの兼務

宇城簡裁

荒尾簡裁

玉名簡裁

山鹿簡裁

阿蘇簡裁

高森簡裁

御船簡裁

八代簡裁

水俣簡裁

人吉簡裁

天草簡裁

牛深簡裁

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

兼務

1人は兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

合計 22 117118

(最総二）

5

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

6

1

1

2

１

1

1

1

2

1

2

2

1

4

1

1

1

1

1

1

1

2

]’

1

1

1



(令和6年）(鹿児島地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名庁 名

(d) (e)(b)(a)

判事;特例:未補||判事:特例:未補|判事:特例:未補lll判事;特例;未補||判事:特例:未補|判事:特例沫補lll判事;特例:未補

本庁

名瀬支部

加治木支部

知覧支部

ﾉ||内支部

鹿屋支部

ほかに所長1人がいる

合議事件が係属した場合には他庁の裁判官がてん補する

特例判事補は兼務

兼務

3： 4 2： 3 6： 511: 4: 211 8: 4: 311 6 2111 6: 5合計 2

(最総二）

6； l： 2

l: 1

1： 1

1

1

1：
11；

U

3： 2； 3

1； 1

1

１

1

1： 1

li ： 2

1； 1

1

li

1

l： 1

l： 2

l胃 1

l目 1

1：

1

l； 1

2； 3

l： 1

l: 2

l： 1

1！ 2

l； 1

1： 1

1

1

1： 1



(令和6年）(鹿児島地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

鹿児島簡裁

伊集院簡裁

種子島簡裁

屋久島簡裁

名瀬簡裁

徳之島簡裁

加治木簡裁

6人は兼務

兼務

地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

大口簡裁 兼務

大隅簡裁

知覧簡裁

加世田簡裁

指宿簡裁

Ⅱ
Ⅱ
Ⅶ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
旧
口
旧
咽
旧
Ｉ
旧
■
Ⅱ
旧
咽
旧
泗
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
州
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
１
１
Ⅲ
田
川
旧
旧
川
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
呵
咀
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
■
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ

垂
譲

川内簡裁

出水簡裁

甑島簡裁

鹿屋簡裁

務

合計

(最総二）

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

凸 4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



(令和6年）(宮崎地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

民事事件を担

当している裁

判官数 考備庁 名庁 名

(d) (e)(a) (b)

判事;特例沫補|判事；特例沫補||判事;特例:未補lll判事;特例:未補||判事;特例:未補||判事:特例沫補||判事:特例沫補

本庁

日南支部

都城支部

延岡支部

ほかに所長1人がいる

合計 111 3: 3: 211 3: 3: 1111 86； 4胃 21 5胃 5： 311 3： 4

５

2 8

５

2

(最総二）

3i li 2

1

1： 1

2： 1

2： 2： 3

11

1胃 1

2； 1

1； 2

1

l: 1

2： 1

5； 2目 1

1

1： 1

2： 1

l胃 l； 2

1

2： 1

l i l畠 1

1

2： 1

5胃 2； 2

1

l： 1

2； 1



(令和6年）(宮崎地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）－－_‐

刑事事件を担当して

いる裁判官数
民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

宮崎簡裁

西都簡裁

日南簡裁

都城簡裁

小林簡裁

延岡簡裁

日向簡裁

高千穂簡裁

3人は地裁からの兼務

兼務

地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務

兼務

1人は兼務、3人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

合計 1118Ⅲ’

(最総二）

2

2

I’

1

1

2

1

1

5

2

1

3

1

4

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1



(令和6年）(那覇地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c M

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

民事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名庁 名

(b) (d) (e)(a)

判事:特例;未補||判事;特例:未補||判事:特例:未補lll判事;特例:未補|判事;特例;未補|判事;特例;未補lll判事:特例;未補||’

8::313;;112::111 1ほかに所長1人がいる
’’2；1；’2；lil2：1：｜’ ｜判事1人は兼務､ほかに所長1人がいる

地裁本庁

家裁本庁

沖縄支部

名護支部

平良支部

石垣支部

2: 1 2 11 2； ］’

14： 2： 1 2 1: II 賜 11 4

1

1

1

1

３
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
１

11

３
－
１
’
’
１
－
１

４
’
’
１
’
－
１
’
’
１

ll: 1I

１
’
’
１
－
１

１
’
’
’
’
’
１

１
’
’
１
’
’
１

合議事件が係属した場合には他庁の裁判官がてん補する

合議事件が係属した場合には他庁の裁判官がてん補する

7: 1: 111△ヨL
p pl 15: 2: 41 8: 1: 21 7: 1: 211 9: 2 8: 1: 11 8: 1

(最総二）



(令和6年）(那覇地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事事件を担当して

いる裁判官数 備 考庁 名

那覇簡裁

沖縄簡裁

名護簡裁

平良簡裁

石垣簡裁

地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
。
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
“
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ

Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
一
団

合計 9 9

(最総二）

4

2

1

1

1

4

2

1

1

1

4

2

1

1

1



(令和6年）(仙台高裁）

民事及び刑事の両
方を担当している

裁判官数（内数）

(c)

を担当し

判官数

刑事事件を担当し

ている裁判官数

民事事

ている 黙
考備庁 名庁 名

(b)(a)

判事 i 特例｜｜判事 : 特例｜判事 ：特例

本庁

秋田支部

ほかに長官1人及び事務局長1人がいる

3人は兼務

6i17；合計 9i

(最総二）

11

〔

F

L

〔

ｆ



(令和6年）(仙台地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

半|｣官数 考備庁 名

(e)(d)(b)(a)

判事:特例;未補||半'｣事:特例;未補|判事:特例:未補lll判蕊特例:未補|判事;特例:未補|判事:特例:未到||判事:特例:謡ﾖ|｜

】0；2i613i2i51i ：511 1ほかに所長1人がいる
’’4；］：’2；Ⅲ；’2；li－I ’ほかに所長1人がいる

I H- |F|R : | :1 1-r;| ||:I呂｜
,:]iE : B-;|FIFIrll];[;||｣;]: ｣:'al
i｣:|;];|; :|rrlT=||!;|:; ;｣!||兼務
:1:|:,:|i,;|rFIrl;;|:: :':||

地裁本庁

家裁本庁

大河原支部

古川支部

石巻支部

登米支部

気仙沼支部

1ll 1

4： 3合計 4： 241 214； 5： 61 6： 4： 51 3 2 51111 8： 4

(最総二）



(令和6年）(仙台地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判

官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考考備備庁 名

仙台簡裁

大河原簡裁

古川簡裁

築館簡裁

石巻簡裁

登米簡裁

気仙沼簡裁

3人は兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

合計 141718

(最総二）

8

2

2

1

１

2

2

旬

イ

2

2

1

1

2

2

4

2

2

1

1

2

2



(令和6年）(福島地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

刑事事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

考備庁 名

(e)(d)(a) (b)

判事;特例;未補|判事:特例:未補|判事;特例;未補|幽事:特例;未補|判事:特例;未補||判事;特例;未補||判事;特例:未補|’

3；；3114；：312： ：31 1判事1人は兼務､ほかに所長1人がいる
3§ ；－壷 ；－,-E ;'l':;| |判事2人及び未特例判事補は兼務ほかに所長,人がいる

': : ||'; i ll]: :|_L: ; l'; : |]! ; |': :||
4: 'i■ﾛ|_ 2; nl ｣: M| 4: : |2: II &; :_ |-|特例判事補は兼務

一丁；；｜｜】；；｜｜」： 『 ｜Ⅱ； 『「」； ■ 」i;|
2:1; ||2i:; ||2:1: |2;l: || il; | ;l:|2:]; |
l:3: ||1:2; |l:2: ||l:3:|| 11; || ;li lli3; l
12:5:4111:3:418:3:41112:4; |5:2:1114:2i lllO:4; II

地裁本庁

家裁本庁

相馬支部

郡山支部

白河支部

会津若松支部

いわき支部

合計

1 ］ 1

(最総二）



(令和6年）(福島地裁管内簡裁）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

備 考庁 名

福島簡裁

郡山簡裁

白河簡裁

棚倉簡裁

会津若松簡裁

田島簡裁

いわき簡裁

福島富岡簡裁

相馬簡裁

合計

1人は兼務

1人は兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

3人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

3人は地家裁からの兼務

3人は兼務、2人は地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

(最総二）

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

3

2

2

4

2

4

3

2

2

1

1

1

1

1

1

2



(令和6年）(山形地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）
／ ､

(gノ

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

民事事件を担
当している裁

半ll官数 考備庁 名

(e)(b)(a) (d)

判事:特例沫補||判事;特例沫補||判事:特例;未補||判事;特例沫補||判事;特例;未補||判事;特例;未補||判事;特例;未補

本庁

新庄支部

米沢支部

鶴岡支部

酒田支部

ほかに所長1人がいる

兼務

特例判事補は兼務

判事1人は兼務

合計 5 541： 13： 1111 6： 5 4§ 16： 5
戸己 1

3： 入り目 92

(最総二）

2： 2

1

I： 1

2： 1

1

1

1：

lミ 1

li

1

1

l： 1

1

1 2

1

1: 1

2胃 1

1

1！ 2： 2

1

l： 1

3i l

1

2§ i l

1

l：

2i l

1

1

1

1

2胃 1

1



(令和6年）(山形地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して

いる裁判官数 ．

民事及び刑事の両方

を担当している裁判

官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

山形簡裁

新庄簡裁

米沢簡裁

赤湯簡裁

長井簡裁

鶴岡簡裁

酒田簡裁

1人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

1人は兼務、2人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

81合計 8115

(最総二）

1

1

1

1

1

2

1

2

2

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

1



(令和6年）
(盛岡地家裁）

家裁の事件を担当してI,る裁判官数地裁の事件を桓当している裁判官数
地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁半ll官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事
の両方を担当
している裁判

官数（内数）
(c)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数 考考備備庁 名庁 名

(e)(d)(b)(a)

判事;特例;未補||判藝特例沫補|判事;特例;未補|||判事;特例;未補
ほかに所長1人がいる

本庁

花巻支部

二戸支部

遠野支部

宮古支部

一関支部

水沢支部

霊
■
愚
■
照

|| 7: 2: 111 6: 2: 111 4: 2: ||| 7: 3 2
F｡

、；4: 14： 1合計
(最総二）

判事:特例;未補 判事:特例;未補 判事;特例;未補

3： 胃 1 2： 胃 1 3： 1 2胃 1 2： 1 1

1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1国

l：

1

1 1 1

1

1

l畠

1 1 1

1

1

1

1



(令和6年）(盛岡地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数

民事事件を担当して

いる裁判官数 考考備備庁 名》
一軍

1人は兼務

錘
蒜

兼務

１
１

■
■
■
■
■
■

|合計 11 111II II

(最総二）

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1



(令和6年）(秋田地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁半ll官数

（内数）

(9)

少年事件を担

当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

民事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

刑事事件を担
当している裁

判官数 備 考庁 名

(d) (e)(a) (b)

判事:特例:未補|判事;特例;未補||判事;特例;未補|||判事特例:未補||判事;特例;未補||判事:特例:未補lIl判事:特例:未補

判事1人及び特例判事補1人は兼務、ほかに所長
1人がいる本庁

能代支部

本荘支部

大館支部

横手支部

大曲支部

特例判事補は兼務

兼務

判事2人及び未特例判事補は兼務

|事3人及び未特例判事補は兼務

合計 9: 3: 61 9: 4: 611 7: 3: 6111 14: 2: 111 8: 2: 311 7: 1i llll ll: 3: 3

(最総二）

4

1i l

1

3： 1

1

4胃 ： 1

2： l： 1

1： 1： 1

1:

4； ヨ 1

１

l： 1

1

4目 胃 1

｡

5： 1： 1

li．’

］

l畠 l： 1

1

2胃 i l

3： l： 2

li l

1

1： l： 2

1

2： ； 2

3： 2： 2

1i l

1：

1： 1： 2

1；

2： 胃 2

li li 2

l： 1

1

l胃 l： 2

1

2： ： 2



(令和6年）(秋田地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

秋田簡裁

男鹿簡裁

能代簡裁

本荘簡裁

大館簡裁

鹿角簡裁

横手簡裁

湯沢簡裁

大曲簡裁

角館簡裁

3人は地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

合計 1220141

(最総二）

2

1

1

2

2

1

1

1

2

1

3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1



(青森地家裁） (令和6年）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

民事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判
官数（内数）
(c)

庁 名 考考備備

(a) (b) (d) (e)

判事;特例;未補|判事;特例:未補||判事;特例:未補lll判事:特例:未補||判事;特例:未補||判事:特例:未補llll判事;特例沫補

本庁

五所川原支部

弘前支部

八戸支部

十和田支部

判事1人は兼務、ほかに所長1人がいる

兼蕪

判事及び特例判事補は兼務

合計 9: 4: 11 8: 4: 211 6: 3: 11111 9: 5: 111 7: 3: 111 6: 3: 1111 9: 5: 1

(最総二）

3: ； 1

1

2： 1

2: 2

1胃 1

3: l i 2

1

2： l：

2： 1

1

l： ： 1

1

2： 1

2： 1

1

3： li l

1

2： 1

2: 2

l： 1

3： l： 1

2： 1

2畠 1

2： l自 1

2： 1

2； 1

.

3； l； 1

1

2： 1

2畠 2

l； 1



(令和6年）(青森地裁管内簡裁）
民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）F箔ゞ

｜

’
刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備

青森簡裁

むつ簡裁 兼務

野辺地簡裁

五所川原簡裁

弘前簡裁

鰺ヶ沢簡裁

八戸簡裁

十和田簡裁

1人は地裁からの兼務、1人は家裁からの兼務

兼務

4人は地裁からの兼務

兼務

合計 ’ 14 il ]l12

(最総二）

2

1

1

1

2

1

3

1

2

1

1

1

3

1

4

1

2

1

1

1

2

1

2

1



(札幌高裁） (令和6年）

刑事事件を担当し

ている裁判官数
民事及び刑事の両
方を担当している

裁判官数（内数）

(c)

民事事件を担当し
ている裁判官数

備 考庁 名

(b)(a)

判事： 特例｜｜判事： 特例｜｜判事 i 特例

本庁 ほかに長官1人及び事務局長1人がいる

|| 8i,へ三L
口 pl 31

(最総二）

〔
『

剣
L



(令和6年）(札幌地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担

当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担

当している裁

判官数 考考備備庁 名庁 名

(d)(b) (e)(a)

特例:未補||判事:特例;未補||判事:特例:未補||判事:特例;未補|判事;特例;未補lll判事:特例:未補

-| ; i211
，l7i3；’7；3il7i3；｜｜

■ﾛ■m2: :｣2: ; |2: : |2: :||2: :
」：： 2：；｜：： ｜；：｜歴 ：

： i

」：，』：」:~~i 」；」:~~~｜」：，；｜ i: ': ||-I: ':
』：｜］：］：｜］；2；｜」i2i｜］；2：｜｜」；1i

-';dl J H- | H || ｣l ,; |丁ヨニ|伽－
1i l-;,ill,:,: | :: || : ■■|,: ,F

判事特例i未補||判事

l7i2：715地裁本庁

家裁本庁

岩見沢支部

滝ﾉ||支部

室蘭支部

苫小牧支部

浦河支部

小樽支部

岩内支部

ほかに所長1人がいる

ほかに所長1人がいる

未特例判事補は兼務

兼務

未特例判事補は兼務

特例判事補1人は兼務

判事及び特例判事補は兼務

未特例判事補は兼務

判事及び特例判事補は兼務

2 1111 2 I’2

１
’
’
１
’
’
１

2

1

1

1

1

1

１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１

1

llll l

12: 7 10： 7L"』:合計 9： 526； 7；10111； 6； 711 6： 5： 51116： 9

(最総二）



(令和6年）(札幌地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

札幌簡裁

岩見沢簡裁

夕張簡裁

滝川簡裁

室蘭簡裁

伊達簡裁

苫小牧簡裁

浦河簡裁

静内簡裁

小樽簡裁

岩内簡裁

1人は兼務、2人は地家裁からの兼務

兼務

1人は地家裁からの兼務

兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

兼務

1人は兼務、2人は地家裁からの兼務

251合計 2330

(最総二）

全

12

3

1

］

3

1

3

1

1

3

1

6

3

1

1

3

1

〕

1

1

4

1

5

3

1

1

3

1

3

1

1

3

1



(令和6年）(函館地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

民事事件を担

当している裁

半|｣官数 考備庁 名庁 名

(b) (e)(d)(a)

半U事;特例:未補||判事;特例:未補||判事:特例;未補lll判事:特例:未補||判事:特例;未補||判事;特例:未補lll判事:特例:未補

本庁

江差支部

ほかに所長1人がいる

兼務

合計 2: 11111 2: 3: 11 2: 2: 2 2； 11111 2： 321: 2: 211 1 3 1 Z

(最総二）

l： li 2

1

1！ 2： 1

1

l： 1

1

2； 2： 1

1

2： 2； 2 2； 2i l 2: 2； 2

I［



(令和6年）(函館地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数 考庁 名 備

函館簡裁

江差簡裁

松前簡裁

八雲簡裁

寿都簡裁

2人は兼務

錘
一
擁

Ｈ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
１
１
日
｜
馴

二
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■合計 88

(最総二）

4

１

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1



(旭ﾉ||地家裁） (令和6年）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担

当している裁

判官数庁 名 備 考

(d)(a) (b) (e)

判事;特例沫補|判事:特例沫補||判事:特例:未補lll判事:特例沫補||判事:特例:未補|判義特例沫補llll判事:特例;未補

本庁

名寄支部

紋別支部

留萌支部

稚内支部

ほかに所長1人がいる

兼務

兼務

兼務

兼務

合計 2: 3: 21111 6: 44： 4： 3 3 3 2 3： 3号 2 3 3 5； 4 2

(最総二）

2！ 2： 3

1

1

1

1

l胃 l； 2

1

： 1

1

1

li 2

１

1

1

1

4: 2

1

1

1

1

1： 1！ 2

； 1

1

1

1

li l

1

1

1

1

3； 2§ 2

1

1

1

l；



(旭川地裁管内簡裁） (令和6年）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数庁 名 備 考

｜
’

旭川簡裁

深川簡裁

富良野簡裁

名寄簡裁

中頓別簡裁

紋別簡裁

留萌簡裁

稚内簡裁

天塩簡裁

5人は兼務錘
一
一
一
一
燕

務

■
■
｜
圃

’合計 13 13

(最総二）

5

１

1

1

1

1

1

1

1

ワ

イ

1

1

1

1

I

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1



(令和6年）(釧路地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

民事及び刑事
の両方を担当
している裁判

官数（内数）
(c)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担

当している裁

判官数 考備庁 名庁 名

(e)(d)(b)(a)

判事;特例沫補||判事;特例沫補|判事;特例;未補lll判事;特例;未補||判事:特例:未補||判事;特例:未補lll判事:特例:未補

本庁

帯広支部

網走支部

北見支部

根室支部

ほかに所長1人がいる

擁
一
一
綴

4: 8: 14: 6: 111 4: 6合計 4: 8: 111 4: 8: 111 4: 8; 1111 4: 8

(最総二）

2目 2：

l； 2

1

l胃 2

1

2： 2： 1

1： 2

l： 2

2 2

1 2

1 2

2 2： 1

l： 2

1

1 2

： 1

2： 2i l

l: 2

1

1 2

1

2 2： 1

1： 2

1

li 2

1

2 2： 1

l； 2

1

li 2

1



(令和6年）(釧路地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考庁 名 備

釧路簡裁

帯広簡裁

本別簡裁

網走簡裁

北見簡裁

遠軽簡裁

根室簡裁

標津簡裁

1人は地家裁からの兼務

兼務

3人は地家裁からの兼務謡
一
一
識

151 l llll合計 lll

(最総二）

2

2

1

1

2

1

1

1

3

2

1

1

5

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1



(令和6年）(高松高裁）

刑事事件を担当し
ている裁判官数

民事及び刑事の両

方を担当している

裁判官数（内数）

(c)

民事事件を担当し
ている裁判官数

考傭庁庁 名名

(b)(a)

判事 特例｜｜判事 ： 特例判事 特例

Ｉ
’
’
二
Ｉ

本庁 ほかに長官1人及び事務局長1人がいる

■
■
■合計

(最総二）

7
『

L



(令和6年）(高松地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）
／ 、

(gノ

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁半|」

官数（内数）

(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担

当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

備備 考考庁 名

(e)(a) (b) (d)

判事:特例:未補||判事;特例:未補|判事;特例:未補lll判事:特例;未補||判事:特例:未補||判事;特例:未補lIl判事；特例:未補||’

3:1:2112::11;:111 1ほかに所長1人がいる
|| ,i ｣; || 1: ,:~11 ,; ,; ||| ; ; |||ほかに所長,人がいる

地裁本庁

家裁本庁

丸亀支部

観音寺支部

1； 1 li l1: 1

2： 1 2 2

２
’
’
１

2： 2 2： 22： 2 2： 1

: 1 兼務11 11

lll5i4合計 3: 1 2： 3111 2: 3: 111 3: 3 3 24

２

3

(最総二）



(令和6年）(高松地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名庁 名

高松簡裁

丸亀簡裁

観音寺簡裁

土庄簡裁

善通寺簡裁

1人は兼務

2人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務燕一謡

71合計 il2 7

(最総二）

3

1

1

1

１

3

3

2

2

2

3

1

1

1

1



(徳島地家裁） (令和6年）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

民事事件を担

当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

刑事事件を担
当している裁

判官数庁 名 考備

(e)(a) (d)(b)

判事:特例:未補|判事:特例;未補|判事:特例:未補lll判事:特例;未補|判事:特例:未補||判事;特例:未補||判事:特例:未補

本庁

阿南支部

美馬支部

ほかに所長1人がいる

兼務

兼務

合計 5: 3: 124： 2： 211 3 2: 2: 16： 3

２
’ 2 2 5： 2 11

(最総二）

5胃 2； 2

1

1

3； l： 2

1

1

2臼 1； 2

1

1

4i l

l:

1

2： 1i l

1

2

1

■
■

4： 2i l

1

1



(令和6年）(徳島地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 備 考庁 名

徳島簡裁

鳴門簡裁

阿南簡裁

牟岐簡裁

美馬簡裁

徳島池田簡裁

吉野川簡裁

3人は兼務

兼務

1人は兼務

兼務

1人は兼務

兼務

1人は兼務

｜

’

101合計 16 ilO

(最総二）

4

1

1

1

1

1

1

4

2

2

2

2

2

2

4

1

1

1

1

1

1



(令和6年）(高知地家裁）

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁半|」

官数（内数）

(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名

(e)(d)(a) (b)

本庁

須崎支部

安芸支部

中村支部

ほかに所長1人がいる

兼務

兼務

合計 2 41： 24畠 1: 211 4: 1: 21111 4: 3 41： 2 36； 2 2

(最総二）

2: 2

1

1

1

3； 2

11

2胃 2

1

2： 1

1

1

1

0

4i li 2

l：

1

1

2胃 ； 2

1

甲

1

li

2胃 ： 2

1

1

1



(令和6年）(高知地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

高知簡裁

須崎簡裁

安芸簡裁

中村簡裁

1人は兼務

兼務

1人は地家裁からの兼務

|合計 7 66

(最総二）

2

1

1

2

3

1

1

2

2

1

1

2



(令和6年）(松山地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

刑事事件を担

当している裁

判官数 考備庁 名

(d)(a) (b)
/ 、

（eノ

判事;特例:未補|判事;特例;未補||判事;特例;未補lll判事:特例;未補||判事;特例;未補||判事;特例;未補llll判事;特例;未補
判事1人は兼務、ほかに所長1人がいる本庁

大洲支部

西条支部

今治支部

宇和島支部

特例判事補は兼務

特例判事補は兼務

未特例判事補は兼務

合計 6: 6: 111 3: 4: 21L 3: 4: 1111 4: 4 28： 4： 51 6： 4: 6 3

５

5

(最総二）

2： 2

l胃 1

l： 2

1

1胃 l： 1

li l； 1

1： 2

1胃 l： 1

l； 1

l： 2

1： li l

l白 1

l［

1： 2

1

1； li l

4； 1： 2

1

1： 2

1

1； 1： 3

2！ ： 3

1

1： 2

l胃 1

1： l： 3

1： ： 2

1

l： 2

1

l i l i 3



(令和6年）(松山地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

松山簡裁

大洲簡裁

八幡浜簡裁

西条簡裁

新居浜簡裁

四国中央簡裁

今治簡裁

宇和島簡裁

愛南簡裁

2人は兼務、2人は地裁からの兼務

1人は兼務、1人は地裁からの兼務

1人は地裁からの兼務

2人は兼務、3人は地家裁からの兼務

1人は兼務

1人は兼務

1人は地裁からの兼務

1人は兼務、2人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

13合計 26 13

(最総二）

3

1

1

3

1

1

1

1

１

6

2

2

5

2

2

2

3

2

3

1

1

3

1

1

1

1

1



(東京高裁） (令和7年）

民事及び刑事の両

方を担当している

裁判官数（内数）
(c)

民事事件を担当し

ている裁判官数

刑事事件を担当し

ている裁判官数
庁 名 備 考

(a) (b)

判事 ： 特例｜｜判事 i 特例 ｜ 判事 ： 特例

本庁

知財高裁

2人は兼務、ほかに長官1人及び事務局長1人がいる

46：123：合計

(最総二）

111

12

4f



(令和7年）(東京地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名庁 名

(e)(d)(b)(a)

判事;特例;未補||判事;特例:未補||判事;特例;未補|||判妻特例沫補|判事:特例:未補|判事:特例;未補lll判事特例;未補

地裁本庁

家裁本庁

立川支部

ilほかに所長1人がいる

'ほかに所長,人がいる
237: 31: 361 52: 2: 11

33: 5 2 2: 1

28： 1 1311 8: 1: 317

4： 2 2合計 41： 6254: 31: 3911 60: 3: 14

(最総二）



(令和7年）(東京地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

東京簡裁

八丈島簡裁

伊豆大島簡裁

新島簡裁

八王子簡裁

立川簡裁

武蔵野簡裁

青梅簡裁

町田簡裁

2人は地裁からの兼務

兼務

2人は兼務

合計 46 1194

(最総二）

83

1

1

1

2

2

2

1

1

33

１

1

1

2

4

2

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1



(令和7年）(横浜地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

民事事件を担

当している裁

判官数 考考備備庁 名庁 名

(d) (e)(b)(a)

判雲特例:未補|判事;特例;未補|||判事:特例:未補特例:未補|判事:特例;未補|||判事:特例:未補

■■団■圃’0：0：011

，:,,＄:,:,,||剛；
0：0114：0：0113：0；0
ー ’4：」F5

0:21 1:0:11I4:0:2

判事;特例:未補|Eﾖ塵

34i5:5｢一面地裁本庁

家裁本庁

川崎支部

相模原支部

横須賀支部

小田原支部

ほかに所長1人がいる

ほかに所長1人がいる
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(最総二）



(令和7年）(横浜地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考考備備庁 名

横浜簡裁

川崎簡裁

相模原簡裁

横須賀簡裁

小田原簡裁

神奈川簡裁

保土ケ谷簡裁

鎌倉簡裁

藤沢簡裁

平塚簡裁

厚木簡裁

5人は地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務

291’合計 2222

(最総二）

4

3

2

1

1

4

2

1

2

1

1

4

3

2

6

3

4

2

1

2

1

1

4

3

2

1

1

4

2

1

2

1

1



(令和7年）(さいたま地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁半l1官数
（内数）
／ 、

（gノ

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

民事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名

(e)(d)(a) (b)

判事;特例:未補|半'｣事;特例:未補||判事特例:未補lll判事:特例;未補|判事:特例:未補||判事詩例:未補lll判事:特例:未補

地裁本庁

家裁本庁

越谷支部

ﾉ||越支部

熊谷支部

秩父支部

22: 2: 31 9: 1: 31 4i l ほかに所長1人がいる

ほかに所長1人がいる
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６
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ｌ
１

i 2

1: 1

８
’
’
５
’
’
１

１

加
一
６

２
１１

４
’
－
６
’
’
１

１
１

’

１

２
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6: 1： 1

四
一
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兼務

綴△や菫1．
口 ロ’ 44: 3: 61 33: 2: 61 25: 2: 311 28: 1: 21 19: 1: 311 11: 1: 2111 24: 1: 3

(最総二）



(令和7年）(さいたま地裁管内簡裁）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

考備庁 名

さいたま簡裁

越谷簡裁

川越簡裁

熊谷簡裁

秩父簡裁

川口簡裁

大宮簡裁

久喜簡裁

飯能簡裁

所沢簡裁

本庄簡裁

1人は兼務

2人は家裁からの兼務

4人は兼務

1人は兼務

■
弱

合計 2528

(最総二）

3

3

2

2

1

5

4

1

1

2

1

4

3

2

4

1

5

4

1

1
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1

3

3

2

2

1

5

4

1

1

2

1



(令和7年）(千葉地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数
（内数）
(9)

少年事件を担

当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数 備 考庁 名庁 名

(d) (e)(b)(a)

判事:特例;未補||判事;特例:未補|判事:特例;未補|||出｣事:特例:未補||判事:特例:未補||判事:特例:未圃||判事;特例;未補lll

16: :5117; ;51 ; ; || ｜'ほかに所長,人がいる
|8:;|2;;111i;|| 1ほかに所長1人がいる

4; ; |2; : 12: ;_｣3: : | ; : | : ;__||3; M■■｜

': ; l':_; |': : |_Li :？j-I{ ,,1-;-|言蜀－’7:2:112:｣; |2:1;-|=
2:2: |211; |2:1: ||1:1; | ;2; | :1; |1;2: |

汀’さ‘：｜が｜,;!：｜催号÷|縦”’；： ｜’；：
2:1: ||2;l;
’ii l】：； ｜’；； ｜］；； ｜ ： ； ｜ ； ；｜■歴 ；」兼務

地裁本庁

家裁本庁

佐倉支部

一宮支部

松戸支部

木更津支部

館山支部

八日市場支部

佐原支部

0

2 24

12: 4合計 24： 2 7： 4： 111 6： 261 28: 3: 51 11: 334 5

(最総二）



(令和7年）(千葉地裁管内簡裁）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判

官数（内数）

備 考庁 名

千葉簡裁

佐倉簡裁

千葉一宮簡裁

松戸簡裁

1人は兼務

1人は兼務、1人は地裁からの兼務

2人は地裁からの兼務

1人は兼務、2人は地裁からの兼務、1人は

家裁からの兼務木更津簡裁

館山簡裁

1人は兼務、2人は地裁からの兼務、1人は

家裁からの兼務八日市場簡裁

1人は兼務、1人は地裁からの兼務佐原簡裁

市川簡裁

銚子簡裁

東金簡裁

合計 33 2222

(最総二）
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(令和7年）(水戸地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

少年事件を担

当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名庁 名

(e)(b) (d)(a)

判事:特例;未補||判事;特例:未補|判事:特例:未補|||判事:特例:未補||判事:特例:未補|判事:特例；未詞|判事:特例:未補||｜

4!: i4114:1:311 : 1211 1ほかに所長1人がいる地裁本庁 41 4: 1i 34！

家裁本庁

土浦支部

下妻支部

日立支部

龍ケ崎支部

麻生支部
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(最総二）



(令和7年）(水戸地裁管内簡裁）
民事及び刑事の両方

を担当している裁判

官数（内数)‐

刑事事件を担当して

いる裁判官数
民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

水戸簡裁

笠間簡裁 兼務

1人は地家裁からの兼務

兼務

日立簡裁

常陸太田簡裁

土浦簡裁

石岡簡裁

龍ケ崎簡裁

取手簡裁

麻生簡裁

下妻簡裁

下館簡裁

古河簡裁

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

1人は兼務、4人は地家裁からの兼務

1人は兼務

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅱ
‐
１
１
１
１|合計 22 11515

(最総二）
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(令和7年）(宇都宮地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

少年事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担

当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

半|｣官数 考してl

官数
(f)

備庁 名

(d) (e)(b)(a)

判事:特例;未補||判事;特例沫補||判事;特例沫補|||判事:特例:未補|判雲特例:未補||判事:特例:未補llll判琴特例;未補

本庁

真岡支部

大田原支部

栃木支部

足利支部

ほかに所長1人がいる

半
ｌ

雲
三
口

〈ロ 14: 2: 311 11: 2: ll ll: 1: llll ll: 2 8: 1 8： 38

(最総二）
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(令和7年）(宇都宮地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）－－－

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数 考庁 名 備

宇都宮簡裁

真岡簡裁

大田原簡裁

2人は兼務、1人は地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務

1人は兼務、3人は地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

栃木簡裁

小山簡裁

足利簡裁

1011合計 2010

(最総二）
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1
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(令和7年）(前橋地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

少年事件を担

当している裁

判官数

民事事件を担

当している裁

判官数 考考備備庁 名庁 名

(d) (e)(b)(a)

|判事:特例:未補||判事;特例:未補|判事;特例:未補lll判事:特例:未補|判事:特例:未補|判事:特例:未補||判事:特例:未補lll

|' ::M:||]:;wj:;W≦|i卵ル掴，
’ほかに所長,人がいる
｜判事4人は兼務､ほかに所長,人がいる

－；；；拾三H@:芭隠ヨョ｜
|｣: : l': : |': ;
F罷弓 ’’2：；’’2；：
I:,; || :,; | :'; || :': | ; ; | ; ; || ;'ill兼務

地裁本庁

家裁本庁

高崎支部

桐生支部

太田支部

沼田支部

合計 12: 1: 31 10: 1: 31 6: 1: 111 11: 2: 11 10: 1: 111 6: 1: 1111 8: 1: 1

(最総二）



(令和7年）(前橋地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

刑事事件を担当して

いる裁判官数
民事事件を担当して

いる裁判官数 備備 考考庁 名

前橋簡裁

高崎簡裁

桐生簡裁

太田簡裁

沼田簡裁

群馬富岡簡裁

中之条簡裁

伊勢崎簡裁

館林簡裁

藤岡簡裁

1人は兼務

塞
識

ｌ
ｌ

Ｊ
ｊ
回■■■

画121合計

(最総二）
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(静岡地家裁） (令和7年）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）
／ ､

lgノ

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担

当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

民事事件を担
当している裁

判官数庁 名庁 名 考備

(b) (d)(a) (e)

||半ﾘ事;特例;未補||判事;特例:未補||判事:特例;未補llll判事;特例;未補||判事;特例:未補|判事:特例:未補|||判事:特例;未補lll

l':!:‘''‘：：'’』＃’ ■嬬倒綱嘩繍憾…かに所…‘,‘||3:2;||1;lillilill lほかに所長1人がいる
地裁本庁

家裁本庁

沼津支部

富士支部

下田支部

浜松支部

掛ﾉ||支部
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(最総二）



(令和7年）(静岡地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

静岡簡裁

清水簡裁

熱海簡裁 1人は地家裁からの兼務

三島簡裁

沼津簡裁

下田簡裁

富士簡裁

島田簡裁

掛川簡裁

浜松簡裁

3人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

201合計 1131I41

(最総二）
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(令和7年）(甲府地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

民事事件を担

当している裁

判官数 考庁 名庁 名 備

(e)(d)(a) (b)

判事;特例;未補|判事;特例:未補||判事:特例:未補lll判事;特例:未補|判事;特例;未補||判事;特例;未補lll判嘉特例;未補

本庁

都留支部

ほかに所長1人がいる

合計 2: 22 1111 3 り
今 2： 241: 1: 111 3: 1: 1

(最総二）

3： li l

1

2； 1； 1

1

l： ： 1

1

2

1

li 2

1

1

1

①

1！ 2

1



(令和7年）(甲府地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方
を担当している裁判
官数（内数）

刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

甲府簡裁

鰍沢簡裁

都留簡裁

譲一識

富士吉田簡裁

Ｈ
１
Ｉ
Ｉ
Ｈ
Ⅱ
｜
｜
引

合計 55

(最総二）

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1



(令和7年）(長野地家裁）
地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

(b)

少年事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

備 考庁 名庁 名

(d) (e)(a)

特例

本庁

上田支部

佐久支部

松本支部

諏訪支部

飯田支部

伊那支部

ほかに所長1人がいる

判事1人及び特例判事補1人は兼務

特例判事補1人は兼務

特例判事補は兼務

合計 8： 9 2 7： 7： 21111 7

７

恥 5: Ⅱ|’ 3: 5

７

7： 1111: 8 2

(最総二）

3； ： 1

2； 2

1： 1
上 白 入

3: l畠 1

li l

1 2

1

2： l i l

2 1

1： 1

l： 2i l

l： 1

l胃 2

1

l； ： 1

2： 1

1： 1

l； l: 1

1国 1

l； 2

1

1； 1

l: 1

l： 1

2： 2

1：
1入：

1

1

2胃 1

1

li l； 1

1

1

1
－L

l胃 1

1

l； 1

i li

1

： 1

l； 1

1胃 1

l§ 1

2号 2： 1

l； 1

1

1



(長野地裁管内簡裁） (令和7年）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

庁 名庁 名 考考備備

長野簡裁

飯山簡裁

上田簡裁

佐久簡裁

松本簡裁

木曽福島簡裁

大町簡裁

1人は地家裁からの兼務

兼務

地家裁からの兼務

1人は兼務､ 1人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

地家裁からの兼務諏訪簡裁

岡谷簡裁

飯田簡裁

伊那簡裁

兼務

’
’
’
’
’
’
１

ｊ
Ｊ
Ｊ
可

'△､二J‐
｜ロロI

■■■■■ ｜
’1I41 il5

(最総二）

2

1

1

2

2

１

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1



(令和7年）(新潟地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担

当している裁

判官数 考備庁 名庁 名

(d)(b)(a) (e)

判事;特例;未補||判事;特例:未補|判事:特例:未補||判蘂特例;未補||判事:特例:未補|判事:特例:未補||判事特例;未補

ほかに所長1人がいる

特例判事補1人は兼務、ほかに所長1人がいる

地裁本庁

家裁本庁

三条支部

新発田支部

長岡支部

高田支部

佐渡支部

3: 3; ll 2: 1: 0 il

li 2 lli ll l1i ll

１
’
’
１
－
－
４
’
’
２

ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
４
ｌ
ｌ
２

1 11

il1

１
’
－
４
’
’
２

11

ｌ
ｌ
ｌ
４
ｌ
ｌ
２

|I1

１
’
’
４
’
’
２

1

１
’
’
４
’
’
２

１
－
－
４
’
－
２

1

判事1人は兼務

特例判事補1人は兼務

１
’
’
１

１
’
’
１

１
’
’
１

１
’
’
１

１
人
一
一
ワ
ム

１
’
’
１

１
－
－
１

8： 5 8： 4合計 9： 5 B 38： 411； 6： 11 10： 4

(最総二）



(令和7年）(新潟地裁管内簡裁）
民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

刑事事件を担当して

いる裁判官数
民事事件を担当して

いる裁判官数 考考備備庁 名

至壷
一一一一一

2人は兼務錘
一
一
謡

2人は兼務、2人は地家裁からの兼務

務

兼務

地裁からの兼務

161141 1 211

(最総二）

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

0

1

1

1

１

1

1



(大阪高裁） (令和7年）

刑事事件を担当し

ている裁判官数

民事及び刑事の両
方を担当している

裁判官数（内数）

(c)

民事事件を担当し

ている裁判官数
庁 名 備 考

(a) (b)

判事 i 特例 ｜ 判事 ： 特例｜｜判事 i 特例

本庁 ほかに長官1人及び事務局長1人がいる

’ 621 |’231／△三上
ロ ロ’

(最総二）

6

Ｆ
ｊ
坐 22



(令和7年）(大阪地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

少年事件を担
当している裁

半|｣官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判
官数（内数）
(c)

民事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数 考傭庁 名

(e)(d)(a) (b)

判事;特例:未補|判事;特例:未補||判事:特例沫補|||判事:特例;未補|判事i特例圭圃|判事i特例;未補lll判事:特例;未補

地裁本庁

家裁本庁

堺支部

岸和田支部

8 ほかに所長1人がいる

ほかに所長1人がいる

88: 8: 2211 27: 41: 13

2: 319: 6 2： 3

2： 2 2 1: 1

１１
５

２
5： 1
－

5畠

26 211 41

２

26i l 2

（

合計 4: 5: 21 3: 4 6； 1 28111129： 7100: 11: 241 33: 4: 15 2

(最総二）



(大阪地裁管内簡裁） (令和7年）

民事事件を担当して

いる裁判官数

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

考庁 名 備

大阪簡裁

大阪池田簡裁

豊中簡裁

吹田簡裁

茨木簡裁

東大阪簡裁

枚方簡裁

堺簡裁

富田林簡裁

羽曳野簡裁

岸和田簡裁

佐野簡裁

7人は地裁からの兼務

1人は兼務

1人は兼務

1人は兼務

1人は兼務

1人は兼務

3人は兼務、1人は地裁からの兼務

1人は兼務

1人は兼務

1人は兼務

1人は兼務

■
■
｜
園

411合計 19

(最総二）

37

1

1

1

2

2

3

6

1

1

2

1

16

2

2

2

2

2

2

5

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

5

1

1

2

1



(令和7年）(京都地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判
官数（内数）
(f)

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

民事事件を担

当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数 考庁 名 備

(b) (d) (e)(a)

判事;特例;未補|判事特例:未補|判事;特例:未補|||判事:特例;未補||判事:特例;未補||判事:特例:未補llll判事:特例:未補

23: ]: 511 7: ; ｣|| i ! ||
|6i2: |2:1! ||lil; ||

2: :1|2; :!I|";I||': ; ||1: ml1i :_||': ;
Ⅲ： ■H ill」：：－_|｜Ⅲ；：｜：：｜｜；；｜｜］： こ‐
；，■■医';-R ｣; || －■■■医 ｜ ヨ■図■| :'F

，： ； ｜，；，； I1i i ll1i ； ｜｜ ； ； ｜｜ ： ； ’’1； ：

地裁本庁

家裁本庁

舞鶴支部

園部支部

宮津支部

福知山支部

ほかに所長1人がいる

ほかに所長1人がいる

判事1人及び未特例判事補は兼務

0

2 111 2 II|| 2 11

特例判事補は兼務

q

合計 3： 1 ワ： 1白： 3 127 611 11 21 4i 1: 1111 9i 32 2

(最総二）



(令和7年）(京都地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

京都簡裁

舞鶴簡裁

園部簡裁

1人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

宮津簡裁

福知山簡裁

伏見簡裁

右京簡裁

向日町簡裁

木津簡裁

宇治簡裁

亀岡簡裁

京丹後簡裁

地家裁からの兼務

|合計 161 141I9

(最総二）

ワ

イ

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1



(令和7年）(神戸地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

民事事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

考備庁 名

(a) (b) (d) (e)

判事:特例:未補|判事;特例:未補|判事:特例;未補lll判事;特例i未補||判事;特例:未補|判事;特例;未補|||判事:特例沫圃’

16;:417::21;;|| |ほかに所長1人がいる
||5:2:llilill;1;I |ほかに所長1人がいる

3：： ’4：：’一’4：； ｜ i i l i i l4：：｜｜

蔦い':{畳に差芦圏：｜'ヨ’''三号'簑：21
'iill';:|':;||';:|;: :: ';:|兼務
6::｣||3:1:21 ::||f; |1:1:2 ::||3:1:21
';!■■ ':;|｣:;-|n :|::|;I■■「I;:|
'i; |'; ;l': ;-|n ;liil; :1'; ;||
'i!|':; 一睡 : |'; : |':; ||'; ml合議事件が係属した場合には他庁の裁判官がてん補する
': : |1; ; ||1: ; ||'! ; ||'; : ||'; : ||1i :||

41: 1; 71 24i l; 61 11; : 2111 26: 2i ll 6: 2: 411 3i l; ||| 20: 1: 4111

地裁本庁

家裁本庁

伊丹支部

尼崎支部

明石支部

柏原支部

姫路支部

社支部

龍野支部

豊岡支部

洲本支部

合計

(最総二）



(令和7年）(神戸地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方
を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名》岬避》
唖

唖

6人は兼務、1人は地家裁からの兼務

1人は兼務、3人は地家裁からの兼務

1人は兼務

1人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

兼務

2人は兼務

兼務

1人は兼務

211合計 32 17

(最総二）

4

1

2

2

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

2

8

2

4

1

3

2

2

1

1

1

2

1

2

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1



(令和7年）(奈良地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

民事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判
官数（内数）

(c)

考庁 名 備

(e)(a) (b) (d)

判事;特例;未補||判事:特例:未補||判事:特例:未補|||判事:特例:未補|判事:特例:未補||判事:特例:未補lll判事;特例;未補

本庁

葛城支部

五條支部

ほかに所長1人がいる

合計 4 111 4： 14: 3: 111 2: 2: 1111 5: 1 2 2： 2： 1

７

2 2

(最総二）

4目 ： 2

3胃 1

1

2： l： 1

2： 1

1

1

2： 1

1
■

2

3

1

2i i l

2； 1

1

2

2

1

1

2； 1

1：



(令和7年）(奈良地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して
いる裁判官数

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

奈良簡裁

葛城簡裁

五條簡裁

宇陀簡裁

吉野簡裁

1人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

兼務

地家裁からの兼務

Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
｜
｜
団

6合計 6

(最総二）

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1



(大津地家裁） (令和7年）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数
（内数）
(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

民事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判
官数（内数）

(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担

当している裁

判官数庁 名 考考備備

(b)(a) (d) (e)

判事:特例:未補||判事:特例:未補||判事:特例:未補lll判事:特例:未補||判事:特例:未補|判事;特例:未補||判事:特例:未補

本庁

彦根支部

長浜支部

ほかに所長1人がいる

合計 5： 1； 211 27: 1: 111 6: 1: 111 3 6： 15 2

(最総二）

4§ l胃 1

2

1

3： li l

2

1

2

1

2

2

1

5胃 1:、 2 2 3畠 l畠 2

2

1



(令和7年）(大津地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

大津簡裁

高島簡裁

甲賀簡裁

彦根簡裁

1人は兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

1人は兼務

2人は兼務、1人は地家裁からの兼務

1人は兼務

1人は地家裁からの兼務

東近江簡裁

長浜簡裁

■
131合計 89

(最総二）

3

1

1

2

1

1

3

2

2

2

2

2

3

1

1

1

1

1



(令和7年）(和歌山地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）
／ ､

（gノ

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

(d)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

民事事件を担
当している裁

判官数 備 考庁 名

(e)(a) (b)

判事;特例;未補|判事:特例:未補||判事:特例沫補|||判事:特例:未補|判事;特例;未補||判事:特例:未補lll判事:特例:未補

本庁

田辺支部

御坊支部

新宮支部

ほかに所長1人がいる

未特例判事補は兼務

兼務

綴△､三｣‐
p pl 2: 2: 21111 4: 2: 111 5: 2: 11 4: 1: 1111 3: 3: 14： 35： 2 2 2

(最総二）

2: i l

l； 1

］

l：

3； l目 1

l； 1

1

2； 胃 1

l； 1

l；

l胃 l： 1

l； 1

1

1

3！ ： 1

li l胃 1

1

1

2目 l： 1

l： 1； 1

1：

1

1

li l； 1

1

1



(和歌山地裁管内簡裁） (令和7年）

刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考庁 名 備

和歌山簡裁

御坊簡裁

田辺簡裁

新宮簡裁

湯浅簡裁

妙寺簡裁

橋本簡裁

串本簡裁

1人は兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務錘
一
癖

地家裁からの兼務

|合計 11 10 10

(最総二）

3

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1



(令和7年）(名古屋高裁）

民事及び刑事の両

方を担当している

裁判官数（内数）

(c)

刑事事件を担当し
ている裁判官数

民事事件を担当し

ている裁判官数
考備庁 名

(b)(a)

判事：特例｜｜判事i特例｜判事i特例

本庁

金沢支部

ほかに長官1人及び事務局長1人がいる

131 41221合計

(最総二）

17

Ｆ
ト
Ｌ

Ｃ
〕

4 4



(令和7年）(名古屋地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁半|」

官数（内数）
(f)

考庁 名庁 名 備

(e)(d)(a) (b)

||判事;特例:未補|判事:特例:未補|判事;特例:未補lll判事:特例:未補|判事:特例;未補|判雲特例;未補||判事:特例:未補

| 36: 2: 711 14: : 41 1: ; ||
ll］0；］：ll3ii l2；； ’

4ili l6:1: |4:1; ||4: : ||1:1: | : : ||5:1:

3；：’3；』 ’3：：: 21 5; :-I||'’38:：ヨ■｜：：｜：：lTI-J; ; |~Im,rl一5rFIFT；215；：」’8：ロ■’5；】’113；；｜~I研］；］
|3:li ll5:1: |3il; ||4:li ll:1: | ili ll5:1;

地裁本庁

家裁本庁

一宮支部

半田支部

岡崎支部

豊橋支部

ほかに所長1人がいる

ほかに所長1人がいる

判事1人は兼務

合計 llll 29: 2 10: 3: 11 5: 151： 4： 81 38： 3： 61 16 2 23: 3: 1

(最総二）



(令和7年）(名古屋地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数 考庁 名 備

l
l
l

名古屋簡裁

春日井簡裁

瀬戸簡裁

津島簡裁

一宮簡裁

犬山簡裁

半田簡裁

岡崎簡裁

安城簡裁

豊田簡裁

豊橋簡裁

新城簡裁

’

’

1人は地裁からの兼務

2人は兼務、

4人は兼務、

1人は兼務

1人は地裁からの兼務

2人は地裁からの兼務

1人は兼務

合計 153026

(最総二）

13

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

5

1

1

1

3

1

4

7

2

1

3

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1



(令和7年）(津地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

民事事件を担
当している裁

判官数 考考備備庁 名庁 名

(e)(d)(b)(a)

判事:特例;未補|判事;特例;未補||判事;特例:未補|||判事:特例:未補|判事:特例:未補|判事:特例:未補lll判事;特例;未補

本庁

松阪支部

伊賀支部

四日市支部

伊勢支部

熊野支部

ほかに所長1人がいる

特例判事補は兼務

1人は兼務

合計 13: 4: 211 11i 3: 211 6: 3: 21111 14: 4: 111 10: 1: 111 6: 1: 1111 18: 4; 1

(最総二）

4i li 1

'1； 11

2

6

l： 1

1

巳
も

4胃 i l

6

1

1

6

1

■

8i l胃 1

’： l」､

2

6

li l

1

4： l胃 2

l: 1

1

6；

l： 1

： 1

4； i 2

1

1

6§

1

1

2

1

6

1

1



(令和7年）(津地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事事件を担当して

いる裁判官数 備備 考考庁 名

津簡裁

鈴鹿簡裁

2人は兼務

松阪簡裁 2人は兼務、2人は地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務

1人は兼務

伊賀簡裁

四日市簡裁

桑名簡裁

伊勢簡裁

熊野簡裁

尾鷲簡裁

2人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

■
｜
回

合計 1319

(最総二）

3

1

2

1

2

1

1

1

1

3

1

4

3

2

1

3

1

1

3

1

2

1

2

1

1

1

1



(令和7年）(岐阜地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

少年事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数 考庁 名庁 名 備

(d) (e)(b)(a)

本庁

大垣支部

高山支部

多治見支部

御嵩支部

合計 8： 110: 1: 211 8: 1 2 6 110 41： 1 2 4 2

(最総二）

4i li 2

Z

1

2；

1

2 l： 2

2

1

2

1

2

1

2

1

4

2

1

2

1

1i li 2

2

1

1

2

1

2畠 l： 2

2

1

2

1



(令和7年）(岐阜地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判

官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考考備備庁 名

岐阜簡裁

大垣簡裁

高山簡裁

多治見簡裁

御嵩簡裁

郡上簡裁

中津川簡裁

3人は地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務、

1人は地家裁からの兼務、

地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務

1人は兼務

1人は兼務

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
■
ｌ

■
■
■
■
｜
園

13 1'合計 19

(最総二）

3

3

1

2

2

1

1

6

3

1

3

2

1

q
U

3

3

1

2

2

1

1



(令和7年）(福井地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担

当している裁

半|｣官数 備 考庁 名庁 名

(e)(d)(b)(a)

判事;特例沫補||判事;特例:未補||判事:特例;未補lll判事;特例;未補||判事;特例:未補||判事:特例;未補lll判事;特例:未補

ほかに所長1人がいる本庁

武生支部

敦賀支部

2111 5: 1: 11 4: 2: 111 4: 1: 1111 5: 2: 1合計 5： 2： 21 5 225： 2

(最総二）

3： 2； 2

1

1；

3： 2: 2

1

1

3； 2： 2

1

1

3i li l

l［

1

3： 2： 1

1

3i l： 1

1

3胃 2： 1

1

1



(福井地裁管内簡裁） (令和7年）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

庁 名庁 名 考備

福井簡裁

武生簡裁

大野簡裁

敦賀簡裁

小浜簡裁

2人は地裁からの兼務

1人は兼務、1人は地裁からの兼務

兼務

兼務

.’

71合計 79

(最総二）

2

2

1

1

1

4

2

1

1

1

2

2

1

］

1



(令和7年）(金沢地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数晒裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担

当している裁

判官数 考備庁 名庁 名

(d) (e)(b)(a)

判事;特例:未補判事:特例:未補 判事:特例;未補判事:特例:未補判事;特例;未補 判事:特例:未補判事:特例;未補

ほかに所長1人がいる

1人は兼務

本庁

小松支部

七尾支部

輪島支部 兼務

3: 3: 111 2: 1: llll 4: 2 3: 1 3：〃Ⅱ 2 11合計

２

25

(最総二）

2i l

1

1

1

■
■
。
■
■

2: 1

1

2； 1

1

1

1

1

3: 1号 2

1

1

1

1： l i l

2

1

1

1

1

1

1



(令和7年）(金沢地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数 考考備備庁 名

金沢簡裁

小松簡裁

七尾簡裁

1人は地裁からの兼務謡一癖一
一認輪島簡裁

珠洲簡裁

8191合計 8

(最総二）

4

2

1

1

1

3

2

1

1

１

3

2

1

1

1



(令和7年）(富山地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

民事事件を担

当している裁

判官数 備 考庁 名庁 名

(d) (e)(a) (b)

判事;特例;未補||判事:特例;未補|判事:特例;未補lll判事;特例;未補||判事:特例:未補|判事:特例:未補||判事;特例:未補

本庁

高岡支部

魚津支部

ほかに所長1人がいる

兼務

合計 7: 1: 11 6: 1: 111 4: 1: 1111 5: 1 4： 1 3: 1 5： 1

(最総二）

4： i l

2； 1

1

3； ； 1

2； 1

1

1： ； 1

2； 1

1

2：

2； 1

1

2

2； 1

１

2 1

2

2； 1

1



(令和7年）(富山地裁管内簡裁）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

考備庁 名

富山簡裁

高岡簡裁

魚津簡裁

砺波簡裁

1人は兼務

兼務

Ⅱ
’
’
５

合計
rー

、6

(最総二）

2

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1



(令和7年）(広島高裁）

民事事件を担当し

ている裁判官数

刑事事件を担当し

ている裁判官数

民事及び刑事の両

方を担当している

裁判官数（内数）
(c)

考考備備庁 名庁 名

(b)(a)

判事； 特例｜｜判事: 特例｜｜判事； 特例

本庁

岡山支部

松江支部

合計

ほかに長官1人及び事務局長1人がいる

(最総二）

Ｃ
〕

（

炉
剣
し

ｒ
『
且

ｒ
“
Ｌ

Ｆ
ｑ
Ｌ

偏
引

L

炉



(令和7年）(広島地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担

当している裁

半ll官数

民事事件を担
当している裁

半|｣官数

刑事事件を担
当している裁

判官数 備 考庁 名

(b) (e)(d)(a)

半l1事;特例;未補||判事:特例:未補|判事;特例;未補||判事;特例;未補|判事:特例;未補|判事:特例:未補||||判事:特例:未補||L

8:4:3116:'i'li'i'11 '|ほかに所長1人がいる
’’5：固■■| 5:1: 司|5:,;|| |ほかに所長1人がいる

地裁本庁

家裁本庁

呉支部

尾道支部

福山支部

三次支部

F：

lDg 5ミ 1 5； 1”ゞ一…皿一・・雑．：狐

２
’
’
１
’
－
４

2

１
’
’
１

１
’
’
１

２
’
’
１
’
’
４

２
’
’
１
－
－
４

１
’
’
１

２
－
１
’
’
４

１
’
’
１

２
’
’
１
’
’
４

１
’
’
１

１
’
’
１

II || 41 11il 11 11

111111 1 11

合計 7： 3： 115: 7: 41 13: 4: 21 7: 4: 2111 12: 4 11: 41: 111 11: 4

(最総二）



(令和7年）(広島地裁管内簡裁）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

考備庁 名

広島簡裁

東広島簡裁

可部簡裁

大竹簡裁

呉簡裁

竹原簡裁

尾道簡裁

福山簡裁

府中簡裁

三次簡裁

庄原簡裁

3人は兼務

兼務

1人は兼務、3人は地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務

1人は兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

合計 26 18il8

(最総二）

ワ
I

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

8

1

1

1

4

1

3

3

1

2

1

7

1

1

1

I

1

1

2

1

1

1



(令和7年）(山口地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

民事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名

(e)(d)(b)(a)

判事:特例;未補||判事:特例:未補||判事:特例;未補|||判事;特例;未補||判事:特例;未補||判事;特例;未補llll判事;特例;未補

本庁

周南支部

萩支部

岩国支部

下関支部

宇部支部

合計

判事1人は兼務、ほかに所長1人がいる

特例判事補1人は兼務

特例判事補1人は兼務

2 3： llll 7： 6

(最総二）

li l

2胃 1

1

l： 1

2§ 2

l： 1

l： 1

： l：

l： 1

l： 1

1

l； 1

1

2； 1

1

l： 1

2； 2

l i l

3： 固 ’

2； 1

I

2
で ﾛ

lE

1回 2

l： 1

1畠 11 1

1； 1

1

l： 2

li 2

li l

1

l：

l：

l： 2

2

l i l



(令和7年）(山口地裁管内簡裁）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

考庁 名 備

山口簡裁

防府簡裁

周南簡裁

萩簡裁

長門簡裁

岩国簡裁

柳井簡裁

下関簡裁

船木簡裁

宇部簡裁

合計

1人は兼務、1人は地裁からの兼務

3人は兼務、2人は地裁からの兼務

兼務

4人は地家裁からの兼務

兼務

2人は地家裁からの兼務

(最総二）

1

1

2

1

1

1

1

2

1

2

3

1

5

1

1

1

1

4

1

2

1

1

2

1

1

1

1

2

1

2



(令和7年）(岡山地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名

(d)(b)(a) (e)

判事;特例:未補|判事;特例i未補||判事:特例;未補lll判事;特例;未補|判事:特例;未補|判事:特例;未補||判雲特例;未補|’

8::115i;|11::|| |ほかに所長1人がいる
||5: m■■|5::|5:;|| |ほかに所長1人がいる

地裁本庁

家裁本庁

倉敷支部

新見支部

津山支部

合計

11 58 '1

555

3

１
’
－
１
’
’
１
三
３

| : 1: || : 1

1÷“帰二
lll6: 2; ll l: 2

4

ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
二
一
３

１
’
’
１
’
’
１
’
’
’
’
３

3

兼務

1

6

１
’
’
’
’
１

l
＝

4

１
二
１

’
二＝＝

10

1
三三

6

l
ニーー

12

(最総二）



(令和7年）(岡山地裁管内簡裁）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判

官数（内数）

考備庁 名

岡山簡裁

玉野簡裁

児島簡裁

玉島簡裁

倉敷簡裁

笠岡簡裁

高梁簡裁

新見簡裁

津山簡裁

勝山簡裁

合計

1人は兼務塗
一
識

2人は兼務

識
一
一
一
一
識

(最総二）

5

1

1

1

2

1

1

1

1

1

5

1

1

1

3

1

1

1

1

I

5

1

1

1

2

1

1

1

1

1



(令和7年）(鳥取地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

民事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数 備備 考考庁 名庁 名

(e)(d)(a) (b)

判事;特例;未補|判事:特例沫補|判妻特例:未補lll判雲特例:未補||判事:特例:未補||判事特例:未補||判事;特例;未補

本庁

倉吉支部

米子支部

合計

ほかに所長1人がいる

兼務

(最総二）

3

1

2胃 2！

2: ； 1

l: 2

1

l： 2

4胃 ： 1

1

2: 2

3畠 胃 2

１

2胃 2

2！ ： 1

1

2: 2

1胃 ： 1

1

2: 2



(烏取地裁管内簡裁） (令和7年）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

庁 名 考備

烏取簡裁

倉吉簡裁

米子簡裁

合計

1人は兼務

(最総二）

1

1

1

1

1

2

1

1

1



(令和7年）(松江地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数
（内数）
（貝）

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担

当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

を担

る裁

（内

(9

考考備備庁 名

(d) (e)(b)(a)

判事;特例;未補||判事:特例;未補||判事;特例沫補|||判事;特例;未補|判事;特例;未補||判事:特例;未補|||判事;特例:未補

本庁

出雲支部

浜田支部

益田支部

西郷支部

合計

ほかに所長1人がいる

灌一識

11 2： l； 111 1： l： 11111 5： 2： 12

(最総二）

l： 1： 1

1

1

1

]

2； 1i l 1； l： 1 2目 li l

1

1

1

1

l胃 l畠 1

1

1

1

1

2： ミ 1

1

1：

1

1

1

1

1

l：

1



(松江地裁管内簡裁） (令和7年）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考庁 名 備

松江簡裁

雲南簡裁

出雲簡裁

浜田簡裁

益田簡裁

川本簡裁

西郷簡裁

合計

1人は兼務

遥
遥
一
一
謡

(最総二）

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1



(令和7年）(福岡高裁）

民事及び刑事の両
方を担当している

裁判官数（内数）

(c)

民事事件を担当し

ている裁判官数

刑事事件を担当し

ている裁判官数
考備庁 名

(b)(a)

判事：特例｜｜判事：特例｜｜判事:特例

本庁

宮崎支部

那覇支部

合計

ほかに長官1人及び事務局長1人がいる

(最総二）

1［

と

Z

Ｃ
】

4

4

F
ぐ

し

4



(令和7年）(福岡地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

刑事事件を担
当している裁

半|｣官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数庁 名 考備

(d)(a) (b) (e)

判事:特例:未補|露

18i8i318

壁一
価
■
■
■
■
■
二
３
画
■
厩

燕
極
１

…■：…：…別
ｉ
…
…
刎

特判 例事
３

１
１

１
１

１
１

９

》』：…：…邸：…：……正皿Ｉ山一

特例;未補||判事;特例;未補||判事:特例:未補||判事;特例:未補

地裁本庁

家裁本庁

飯塚支部

直方支部

久留米支部

柳川支部

大牟田支部

八女支部

小倉支部

行橋支部

田ﾉ||支部

合計

ほかに所長1人がいる

ほかに所長1人がいる

９
－
３

９
’
’
３ ３
ｌ
ｌ
１
－
４
ｌ
ｌ
１
ｌ
１

３
’
’
１
－
２
’
’
１
’
’
１

３
’
’
１
’
’
３
’
’
１
－
１

2 3： 1 3 1 22

l:
－

4胃 1

ｌ
ｌ
ｌ
２
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
一
一
一
一
７

１
’
’
２

兼務

111 3: 2; 1l 3: 1

５
’
１
－
１
｜
｜
｜
狸

２
－
１
’
１
一
一
”

1

1

1
＝＝＝

13

2

特例判事補は兼務

1胃

16胃 4

’
二＝

611 18: 3: 111 18: 2 2

(最総二）



(令和7年）(福岡地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数 備備 考考庁 名

福岡簡裁

宗像簡裁

甘木簡裁

飯塚簡裁

直方簡裁

久留米簡裁

うきは簡裁

柳川簡裁

大牟田簡裁

八女簡裁

小倉簡裁

折尾簡裁

行橋簡裁

田川簡裁

兼務

3人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

2人は兼務

兼務

1人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

15人は兼務

1人は地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務

合計 366837

(最総二）

20

1

1

1

1

2

１

1

1

1

3

1

1

2

26

1

1

4

2

4

1

2

2

2

18

1

2

2

20

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1



(令和7年）(佐賀地家裁）

地裁の事件を担当している裁半|｣官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）
／ 、 ，

(gノ

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

民事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名庁 名

(d) (e)(b)(a)

判事:特例;未補||半'｣事;特例;未補||判事;特例;未補lll判事:特例沫補|判事:特例:未補||判事:特例:未補lll判事:特例:未補

本庁

武雄支部

唐津支部

ほかに所長1人がいる

1人は兼務

合計 2 I1: 11111 7: 1 3: 1: 1 2 1
旬 ･

イ: 1目 1I5: 1: 111 5: li 1

(最総二）

3！ 胃 1

1

l： 1

2： 胃 1

21

l； 1

i l

1

l： 1

5

11

l： 1

2； i l

1§ 1

1

1： 1

5； 胃 1

1

1§ 1



(令和7年）(佐賀地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 備 考庁 名

佐賀簡裁

鳥栖簡裁

武雄簡裁

鹿島簡裁

伊万里簡裁

唐津簡裁

2人は兼務

1人は兼務

3人は兼務、2人は地裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

1人は兼務、2人は地家裁からの兼務

合計 18 1I212

(最総二）

4

1

3

1

1

2

4

2

5

2

2

3

4

1

3

1

1

2



(令和7年）(長崎地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

民事事件を担

当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名

(d) (e)(a) (b)

判事;特例;未補|判事:特例:未補||判事;特例;未補I|判事特例;未補|判事;特例沫補||判事;特例;未補lll判事;特例;未補

本庁

大村支部

島原支部

佐世保支部

平戸支部

壱岐支部

五島支部

厳原支部

ほかに所長1人がいる

特例判事補は兼務
錘
雑

合計 7： 3l1: 5: 111 8: 5: 11 8: 5: 1111 8: 5 5: 3 3 3

(最総二）

4： l： 1

l； 1

1

21 2

1

1

1

■
Ｕ
■
●
■

ご
●
■
■
、

１

1： l： 1

l§ 1

1

ワ
ー 2

1

1

1

1

l i li 1

1日 I［

1

2： 2

1

1

1

1

l： 2

1

1

2目 2

1

1

1:

1

l: 2

l： 1

1

1

1

1: 2

1： 14：

1

1

1

11

1

2； 2

1

1

1：

1



(令和7年）(長崎地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

長崎簡裁

大村簡裁

島原簡裁

佐世保簡裁

平戸簡裁

壱岐簡裁

五島簡裁

厳原簡裁

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

2人は兼務､．1人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

2人は兼務、1人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

諫早簡裁

新上五島簡裁

上県簡裁 地家裁からの兼務

15111合計 16 1I9

(最総二）

2

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

3

3

2

3

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

2

]I

1

1

1

1

1

1



(大分地家裁） (令和7年）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁半|｣官数
（内数）

(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

少年事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数 備 考庁 名庁 名

(b) (e)(a) (d)

判事;特例;未補||判事:特例:未補|判事;特例沫補|||判事:特例;未補||判事;特例沫補||判雲特例:未補lIl判事;特例味補

本庁

杵築支部

佐伯支部

竹田支部

判事1人は兼務、ほかに所長1人がいる

耗一錘

合議事件が係属した場合には他庁の裁判官がてん

補する中津支部

日田支部

合計 5: 3: 111 5: 3: 11111 7: 3: 111 6 2 111 6 2 1 5 3： 110: 4! 2

(最総二）

6： 2： 2

1

1

1

lミ 1

1

1胃 l； 1

1

1

1

l: 1

1

l： li l

1

1

1

l i l

1

3胃 l； 1

1

1

1号

l胃 1

1

2； # 1

1

1

l：

1胃 1

1

2： ； 1

1

I

1

1： 1

1

1胃 1： 1

1

I

l:

l； 1

１



(令和7年）(大分地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数
刑事事件を担当して

いる裁判官数 備備 考考庁 名

大分簡裁

別府簡裁

1人は兼務

1人は兼務

1人は兼務、

1人は兼務、

杵築簡裁 1人は地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務中津簡裁

豊後高田簡裁

日田簡裁 1人は地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

竹田簡裁

佐伯簡裁

臼杵簡裁

181合計 IⅡIlll

(最総二）

3

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

2

3

1

2

2

2

1

3

1

1

]’

1

1

1

1

1



(令和7年）(熊本地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

刑事事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

(d)

少年事件を担
当している裁

半|｣官数

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

民事事件を担
当している裁

判官数 考考備備庁 名

(e)(b)(a)

」||判事;特例;未補|判事;特例;未補|判事;特例:未補||判事;特例:未補|判事;特例:未補|判事:特例:未補lll判事:特例:未補||｜
地裁本庁 ’’7；2; 313：：311 1311 1ほかに所長1人がいる37胃 2畠．31 3

家裁本庁

玉名支部

山鹿支部

阿蘇支部

八代支部

人吉支部

天草支部

3： 13： 1

３
ｌ
－
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
’
’
１
－
１

3； 11 3i l3i l ほかに所長1人がいる

ｌ
ｌ
ｌ
１
－
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
’
’
１

１
’
’
１
’
’
１
』
１
’
’
１
’
’
１

１
｜
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１

１
｜
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
－
－
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１

燕一識

1 II: II 1I: 11 1 |’ |’

1 1

合計
『ー｡

2，§ 6: 113: 3: 3I 9: 1: 311 6: 1: 311 9: 2
F凸

20胃

(最総二）



(令和7年）(熊本地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）‐

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して
いる裁判官数 考備庁 名

熊本簡裁

宇城簡裁

荒尾簡裁

玉名簡裁

山鹿簡裁

阿蘇簡裁

高森簡裁

御船簡裁

八代簡裁

水俣簡裁

人吉簡裁

天草簡裁

牛深簡裁

3人ぱ兼務、1人は地裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

兼務

兼務

1人は兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

18合計 11722

(最総二）

5

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

6

1

1

2

1

1

1

1

2

1

2

2

1

4

11

1

]’

1

1

1

1

2

1

1

1

1



(令和7年）(鹿児島地家裁）
地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）
(9)

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

半|｣官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

民事事件を担

当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数 考考傭傭庁 名

(e)(d)(b)(a)

判事:特例;未補||判事;特例;未補|判事;特例沫補|||判事:特例:未補||判事;特例;未補|判事:特例:未補lll判事;特例:未補

本庁

名瀬支部

加治木支部

知覧支部

川内支部

鹿屋支部

合計

ほかに所長1人がいる

合議事件が係属した場合には他庁の裁判官がてん補する

特例判事補は兼務

兼務

(最総二）

3：

l； 1

1： 1

1

1

1： 1

4：． ． ：

l§ 1

3

l： 1

2： ・

l； 1

1： 1

1

1

l： 1

4！ 3 2

1ミ 1

I： 1

1：

1

li l

4； ： 2

li l

1

1

1

1； 1人：

l i ； 2

l： 1

1

l胃

1

11 1



(令和7年）(鹿児島地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方
を担当している裁判

官数（内数） 一－－

刑事事件を担当して

いる裁判官数
民事事件を担当して

いる裁判官数 考考備備庁 名

鹿児島簡裁 3人は兼務

伊集院簡裁

種子島簡裁

謡
一
一
燕

屋久島簡裁

名瀬簡裁

徳之島簡裁

地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

加治木簡裁

大口簡裁

大隅簡裁

知覧簡裁

加世田簡裁

指宿簡裁

川内簡裁

出水簡裁

甑島簡裁

鹿屋簡裁

合計

兼務

錘
隷

兼務

(最総二）

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



(令和7年）(宮崎地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

刑事事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

民事事件を担
当している裁

判官数 考庁 名庁 名 備

(e)(d)(a) (b)

判事;特例:未補||判事;特例:未補||判事;特例沫補lll判義特例:未補||判事:特例沫補|判事:特例:未補lll半'｣雲特例味補

本庁

日南支部

都城支部

延岡支部

ほかに所長1人がいる

合計 6: 4: 211 4: 5: 21 2: 4: 2111 8: 5: 2 4: 111 2; 4: 1111 82 5 ﾛ

(最総二）

4： ； 2

1

l： 1

雌 2

■
■
■
町
●

2胃 11 2

1

l： 1

1 2

2

1

l： I

l胃 2

▼凸

6： 1！ 2

1

l： 1

l胃 2

1i l: I

1

l； 2

l： 1： 1

13

1閨 2

6： 1： 2

1

1§ 1

1； 2



(宮崎地裁管内簡裁） (令和7年）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

考庁 名 備

宮崎簡裁

西都簡裁

日南簡裁

都城簡裁

小林簡裁

2人は地裁からの兼務

兼務

地家裁からの兼務

2人は地家裁からの兼務

兼務

延岡簡裁 1人は兼務、3人は地家裁からの兼務

日向簡裁

高千穂簡裁 地家裁からの兼務

合計 II 17 1010

(最総二）

2

2

1

1

1

1

1

1

4

2

1

3

1

4

1

1

2

2

1

1

1

1

1

I



(令和7年）(那覇地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担

当している裁

判官数 備 考庁 名庁 名

(e)(d)(a) (b)

判事:特例:未補||判事;特例:未補||判雲特例;未補|||判事;特例;未補||判臺;特例;未補||判事;特例;未補lll判事;特例:未補

地裁本庁

家裁本庁

沖縄支部

名護支部

平良支部

石垣支部

ほかに所長1人がいる

1人は兼務、ほかに所長1人がいる

2 1: 111 1: li l6胃 3： 2

33 3

２
－
１
’
’
１

111 1: 1: 111 1: 1: 1

２
’
’
１
’
’
１

2

１
’
’
１
’
’
１

2: 1

１
’
’
１
’
’
１

2 2: 013 2

１
’
’
１

’
’
’
１

１
’
’
１

合議事件が係属した場合には他庁の裁判官がてん補する

合議事件が係属した場合には他庁の裁判官がてん補する11 11 1 111 1

6: 3: 111 6: 3合計 11: 6: 311 5: 3: 211 4: 3: 211 7: 3 41i 3: 1

(最総二）



(令和7年）(那覇地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

刑事事件を担当して

いる裁判官数
民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名庁 名

那覇簡裁

沖縄簡裁

名護簡裁

平良簡裁

石垣簡裁

地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

9111合計 99

(最総二）

4

2

1

1

1

4

2

1

1

1

4

2

1

1

1



(令和7年）(仙台高裁）

刑事事件を担当し
ている裁判官数

民事及び刑事の両
方を担当している

裁判官数（内数）

(c)

民事事件を担当し

ている裁判官数
考庁 名庁 名 備

(a) (b)

判事I 特例 ｜判事 : 特例 ｜判事 i 特例

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
－

本庁

秋田支部

ほかに長官1人及び事務局長1人がいる

3人は兼務

181 91 6i合計

(最総二）

12

〔

Ｆ
“
Ｌ

〔 〔



(令和7年）(仙台地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

民事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名

(e)(d)(b)(a)

判事:特例;未補|判事;特例沫補|判事;特例:未補llll判事;特例沫補||判事;特例:未補|判事;特例;未補||判事;特例;未補||’

10:1:3114::211;:211 1ほかに所長1人がいる
||4:1: |2:1;||2:!lill lほかに所長1人がいる

地裁本庁

家裁本庁

大河原支部

古ﾉll支部

石巻支部

登米支部

気仙沼支部

10: 1: 311 4 2

4i l 2: 1 2 11

1

2

1

１
’
’
１
’
’
１

1

2

1

１
’
’
２
－
１

１
’
’
１
’
’
１

１

１
１

l；
－

1: 1
１
’
’
１
’
’
１

１
’
’
１
’
’
１

’
一
一
’
一
一
１

兼務

１
’
’
１

１
’
’
１

,△ヨ｣‐
p pl

4 ワ
合 4： 342 8： 4 214： 41： 311 7：－2； 211 3； 2

(最総二）



(令和7年）(仙台地裁管内簡裁）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

庁 名 備 考

仙台簡裁

大河原簡裁

古川簡裁

築館簡裁

3人は兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

石巻簡裁

登米簡裁

気仙沼簡裁

1人は地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

合計 15II6 113

(最総二）

ワ

ィ

2

1

1

1

2

2

6

2

1

１

1

2

2

4

2

1

1

1

2

2



(令和7年）(福島地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判
官数（内数）
(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

刑事事件を担

当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

半|｣官数 考備庁 名庁 名

(e)(d)(b)(a)

判事;特例;未補||判事:特例:未補|判事:特例;未補lll判事;特例;未補||判事;特例;未補|判事:特例:未補||判事:特例;未補

地裁本庁

家裁本庁

相馬支部

郡山支部

白河支部

会津若松支部

いわき支部

判事1人は兼務、ほかに所長1人がいる2: li 1l 3: 1: 111 li li 1

判事1人、特例判事補及び未特例判事補は兼務

ほかに所長1人がいる家裁本庁 1 12i l

li

１
’
’
１

111

１
－
－
２
’
’
１
－
２
’
’
３

ｌ
ｌ
ｌ
５
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
２
一
一
３

１
’
’
２
’
’
１
－
２
’
’
３

５
’
’
１
－
２
’
’
３

特例判事補は兼務

４
ｌ
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
ｌ
３

２
－
１

１
’
１

1 11l1i ll

1

１
’
’
１

１
’
’
１

1111 11

１
’
－
１

1I’

△言｣‐
ロ ロI 6i li ll 5: 1 12 221113： 314i 41

２

12: 2: 21 10

２

(最総二）



(福島地裁管内簡裁） (令和7年）

民事事件を担当して

いる裁判官数

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

庁 名 考考備備

福島簡裁

郡山簡裁

白河簡裁

棚倉簡裁

会津若松簡裁

田島簡裁

いわき簡裁

福島富岡簡裁

相馬簡裁

1人は兼務

2人は地裁からの兼務

1人は兼務、1人は地裁からの兼務

1人は地裁からの兼務

1人は地裁からの兼務

1人は地裁からの兼務、1人は家裁からの兼務

2人は地裁からの兼務

2人は兼務、2人は地裁からの兼務

1人は兼務、1人は地裁からの兼務

121 911合計 21

(最総二）

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

3

2

2

2

2

3

3

2

2

1

1

1

1

1

2



(令和7年）(山形地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

少年事件を担

当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

民事事件を担

当している裁

判官数

刑事事件を担

当している裁

判官数 考備庁 名

(e)(d)(a) (b)

半ﾘ事;特例;未補|判事:特例:未補||判藥特例;未補lll判事;特例:未補||判事:特例:未補|判事;特例;未補|||判事;特例;未補

本庁

新庄支部

米沢支部

鶴岡支部

酒田支部

ほかに所長1人がいる

兼務

1人は兼務

判事1人は兼務

4畠 3畠 1合計 4： 1： 111 4： 11111 5： 35: 3: 111 6: 2: 111 3 2

(最総二）

2： 1

1

1

1胃 1

1

l： ； 1

1

l: 1

1

1目

1

l胃 1；

1

1： 1： 1

1

1

l： 1

］

1： l： 1

胃 1

1

2； 1

l；

2； i l

： 1

1

2； l；

1

i 1

1

2胃 1

1；



(令和7年）(山形地裁管内簡裁）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

考備庁 名庁 名

山形簡裁

新庄簡裁

米沢簡裁

1人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

1人は兼務、2人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

赤湯簡裁

長井簡裁

鶴岡簡裁

酒田簡裁

151 81合計 8

(最総二）

１

1

1

1

1

2

1

2

2

〕

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

1



(令和7年）(盛岡地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名

(e)(a) (b) (d)

判事:特例:未補||判事:特例沫補||判事;特例:未補|||判事:特例;未補|判事:特例;未補|判事;特例;未補||判事;特例;未補

本庁

花巻支部

二戸支部

遠野支部

宮古支部

一関支部

水沢支部

ほかに所長1人がいる

塗
一
一
垂
一
一
捧

合計 4: 1

５

24号，1l11 6: 2: 111 4: 2 3 3

７

2

(最総二）

2i l

1

１

l； ．

1

1

1

2： 1

1

1

2 1

1

1

．

li

1

1

l： ．

1

1

1

3： i l

1

： 1

1

1

1胃

1

2： i l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



(令和7年）(盛岡地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考考備備庁 名

盛岡簡裁

花巻簡裁

二戸簡裁

久慈簡裁

遠野簡裁

釜石簡裁

大船渡簡裁

宮古簡裁

一関簡裁

水沢簡裁

1人は兼務

燕一一識

兼務

■
■
爵

11 1l 11

(最総二）

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1



(令和7年）(秋田地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判
官数（内数）
(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担

当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

刑事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名

(d) (e)(b)(a)

判事;特例;未補||判事;特例:未補||判事;特例;未補|||判事;特例:未補||判事:特例;未補||判事;特例;未補|||判事;特例;未補

本庁

能代支部

本荘支部

大館支部

横手支部

大曲支部

判事1人及び特例判事補1人は兼務、ほかに所長1人がいる

特例判事補は兼務

兼務

判事1人、特例判事補2人及び未特例判事補は兼務

判事2人、特例判事補及び未特例判事補は兼務

合計 7: 7: 31 7; 8: 31 5i 7: 3111 10: 7 7： 5 6： 3

ひ
効

７

(最総二）

3胃 1

l： 1

1

2： 2

1

3： 2

2： 1

l畠 2

1

3； 2

l；

l； 1

1

3； 2

4： 2

l： 1

1

l畠 2

1

2： 1

2； 2； 1

T Z 1
人 ： ‐L

1

l胃 2： 1

1

リ
白 1； 1

2： 3胃 1

1； 1

１

li 2： 1

1

2： 1： 1

2i l

l胃．1

1

l： 2： 1

1

2： l： 1



(令和7年）(秋田地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数

｜
｜

'

備 考庁 名

秋田簡裁

男鹿簡裁

能代簡裁

本荘簡裁

大館簡裁

鹿角簡裁

横手簡裁

湯沢簡裁

大曲簡裁

角館簡裁

3人は地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

|合計 21113 12

(最総二）

2

1

1

2

1

1

1

1

2

1

4

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1



(令和7年）(青森地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数

の両方
してい

官数（
(f)

考考備備庁 名

(d) (e)(a) (b)

判事:特例沫補|判事;特例;未補||判事:特例;未補lll判事:特例;未補||判琴特例;未補|判事;特例;未補lll判事;特例;未補

本庁

五所ﾉ||原支部

弘前支部

八戸支部

十和田支部

ほかに所長1人がいる識一一一一一籍

斗叫〈ロ 11: 4: 111 6: 4; 111 5: 4: 1111 11: 4: 111: 3 6: 41: 111 5: 3

(最総二）

3； 1： 1

2：

1： 2

3i l

2

3胃 l： 1

1： 2

2胃 1

2i l§ 1

1言 2

2： 1

3： 1： 1

2：

l： 2

3； 1

2

3

2

1： 2

3畠 1

2固

0

1： l： 1

1

l： 2

2； 1

1

1

l： 2

2: 1

1



(令和7年）(青森地裁管内簡裁）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

考備庁 名

青森簡裁

むつ簡裁

野辺地簡裁

五所川原簡裁

兼務

1人は兼務、1人は地裁からの兼務、1人は家裁
からの兼務弘前簡裁

…摺鐵

八戸簡裁

十和田簡裁

1人は兼務、3人は地裁からの兼務

’

’
’
’
’
’
’

一一一一一

Ⅱ
Ⅱ
０
Ⅱ
｜
引

11IⅡ’

(最総二）

1

1

1

1

2

1

3

1

1

1

1

1

2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

2

1



(令和7年）(札幌高裁）

民事及び刑事の両

方を担当している

裁判官数（内数）

(c)

民事事件を担当し

ている裁判官数
刑事事件を担当し
ている裁判官数

備 考庁 名

(b)(a)

判事i 特例｜判事； 特例｜｜判事 i 特例

本庁 ほかに長官1人及び事務局長1人がいる

’

oi3i合計 00 08i

(最総二）

〔

ｆ
剣
し



(令和7年）(札幌地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

民事事件を担

当している裁

判官数 備 考庁 名庁 名

(d) (e)(a) (b)

半l1事:特例;未補|判事:特例;未補||判事;特例;未補||判事:特例;未補||判事:特例;未補|判事;特例:未補||判事特例;未補

17: 1; 61 6; : 411 ! 霊’
’7；2：l7i2：］’7：2■’

2: :!l12: :112: :]||2: : I2: : |2: i ll2; :
2::l': ; ||_': :|E : | : : | ; :||2: i
一房:112: M|2: al2: ; |2=|2; ml2: F

2！ ； ’2： ill2i ： ’3: i l3： ； ’3； ； ’2：：

f｣:｣|#BIL-I|3jl[;!; |｣" ||S｣;
,:,: || ;,; | ;';|';'; | ; : | : :||':':

地裁本庁

家裁本庁

岩見沢支部

滝川支部

室蘭支部

苫小牧支部

浦河支部

小樽支部

岩内支部

ほかに所長1人がいる

ほかに所長1人がいる

未特例判事補は兼務

兼務

未特例判事補は兼務

1人は兼務

兼務

未特例判事補は兼務

兼務

同

~〕

2 1 22 11

合計 29: 3: 9115: 2: 71 9 6111120： 4 15: 3: lll l5: 32 12 2

(最総二）



(札幌地裁管内簡裁） (令和7年）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

庁 名 考備

札幌簡裁

岩見沢簡裁 1人は兼務、2人は地家裁からの兼務

夕張簡裁

滝川簡裁

室蘭簡裁

伊達簡裁

苫小牧簡裁

兼務

1人は地家裁からの兼務

兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

兼務

1人は兼務、2人は地家裁からの兼務

浦河簡裁

静内簡裁

小樽簡裁

岩内簡裁

合計 30 241 22

(最総二）

13

3

１
１

2

1

3

1

1

3

1

6

3

1

1

2

1

3

1

1

4

1

'一

、

3

1

1

2

1

3

1

1

3

1



(令和7年）(函館地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

民事事件を担
当している裁

判官数 考考備備庁 名庁 名

(d) (e)(a) (b)

判雲特例;未補||判事:特例沫補||判事:特例;未補lll判事:特例沫補||半'1事;特例;未補|判事;特例;未補|||判事;特例沫補

本庁

江差支部

ほかに所長1人がいる

兼務

3: 11111 2: 4: 11 2 11111 2: 4: 1合計 2 llll 2

２

1: 3: 111 1: 4i 1

(最総二）

l； 2： 1

； 1

1胃 3： 1

1

◆
●

胃 2i l

1

2: 3： 1

1

2； 2i l 2！ 2i l 2; 3； 1

1



(令和7年）(函館地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

函館簡裁

江差簡裁

2人は兼務

松前簡裁

八雲簡裁

寿都簡裁

揺
一
一
癖

Ul
I|
Ⅱ｜
ﾛ｜
ヨ合計 88

(最総二）

4

1

1

1

１

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1



(令和7年）(旭ﾉ||地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

民事及び刑事
の両方を担当

している裁判
官数（内数）

(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担

当している裁

判官数 考備庁 名庁 名

(e)(b)(a) (d)

判事:特例;未補||判事;特例:未補||判事:特例:未補lll判事:特例:未補||判事:特例:未補|判事:特例;未補lll半I｣事;特例:未補

本庁

名寄支部

紋別支部

留萌支部

稚内支部

ほかに所長1人がいる

兼務

兼務

兼務

兼務

合計 5： 42： 3 2 6： 4 3： 3： 111 3： 3

２

4； 4 2 3 3 2

(最総二）

2！ 2； 2

1

1

1

1

li l： 2

1

１

l；

1

1； 2

l：

1

1

1

4： 2

1

1

1

1

①

l胃 l； 1

1

I

1

1

l胃 1

1

1

1

li

3： 2§ 2

1

： 1

1

1



(令和7年）(旭川地裁管内簡裁）

民事及び刑事の両方
を担当している裁判
官数（内数）

刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

旭川簡裁

深川簡裁

富良野簡裁

名寄簡裁

4人は兼務

兼務 ，

中頓別簡裁

紋別簡裁

留萌簡裁

稚内簡裁

兼務

天塩簡裁 兼務

141合計 12111il2

(最総二）

4

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

l●

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1



(令和7年）(釧路地家裁）

地裁の事件を担当している裁判官数 家裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数
（内数）

(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

少年事件を担
当している裁

半|｣官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

民事事件を担
当している裁

判官数 備 考庁 名庁 名

(d)(a) (b) (e)

判葵特例沫補|判事特例;未補||判事;特例:未補lll判事:特例:未補||判事:特例:未補|判事;特例:未補llll半'1事:特例味補

本庁

帯広支部

網走支部

北見支部

根室支部

ほかに所長1人がいる

鐸
一
一
燕

合計 4: 8: 111 4: 8: 11 4: 8: 11111 4; 8 4: 6: 111 4: 6 4； 8： 1

(最総二）

2目 2 1

1： 2

1

l； 2

li

2： 2： 1

1胃 2

1

1: 2

1

2； 2； 1

1 2

1

l： 2

1

2： 2

l； 2

1

l胃 2

1

2臼 2： 1

1： 2

l： 2

2胃 2

1：
2人：

1胃 2：

2： 2； 1

1国 2

1

li 2

： 1



(令和7年）(釧路地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して
いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 考備庁 名

釧路簡裁

帯広簡裁

本別簡裁

網走簡裁

北見簡裁

遠軽簡裁

根室簡裁

標津簡裁

1人は地家裁からの兼務、1人は兼務

兼務

3人は地家裁からの兼務、1人は兼務藝
一
擁

151lll合計 11l1

(最総二）

2

2

1

1

2

1

1

1

3

2

1

1

F

D

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1



(令和7年）(高松高裁）

刑事事件を担当し

ている裁判官数

刑事事件を担当し

ている裁判官数

民事事件を担当し

ている裁判官数
民事及び刑事の両
方を担当している

裁判官数（内数）

(c)

庁 名庁 名 備 考

(b)(a)

判事； 特例｜｜判事 i特例 ｜判事 ； 特例

本庁 ほかに長官1人及び事務局長1人がいる

71 3i合計

(最総二）

Ｆ
Ｊ
Ｉ

鈩
剣

L



(令和7年）(高松地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

少年事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

家事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担
当している裁

判官数
を担当1

る裁判1

（内数）

(9)

考備庁 名

(d) (e)(b)(a)

判事:特例i未補|判事特例沫補|判事;特例:未補lll判事:特例;未補|判事:特例;未補||判事;特例i未補||判事:特例;未補lll

5: '; ''' '; ･: "'' '; ｡: '| ,; "; ,, ,: ': ･, #: ｣: ', |ほかに所長'人がいる5：0：2112；0；lll li0ill ｜判事2人は兼務､ほかに所長,人がいるl2il；012：1i Ol1ili01

刑:'3月|刑:||州:|洲:|洲:｜ |鱸”

地裁本庁

家裁本庁

丸亀支部

観音寺支部

2i l: 011 2: 1: 01 1: 1: 0

l: 03: 1: 0 3 l: 0 3

合計 41： 12: 11: 1111 4: 2 5: 1I9: 1: 21 6: 1: 1 5

(最総二）



(令和7年）(高松地裁管内簡裁）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

庁 名 考備

高松簡裁

丸亀簡裁

観音寺簡裁

土庄簡裁

善通寺簡裁

1人は兼務

2人は地家裁からの兼務

1人は地家裁からの兼務耗一燕

合計 127 7

(最総二）

3

1

1

1

1

3

3

2

2

2

3

1

1

1

1



(令和7年）(徳島地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件
を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事事件を担
当している裁

判官数

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

民事事件を担

当している裁

判官数

刑事事件を担

当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(c)

考考備備庁 名

(e)(b) (d)(a)

本庁

阿南支部

美馬支部

ほかに所長1人がいる

兼務

兼務

合計 2： 2； 111 2胃 1 5： 3： 1lll 3: 2: 11111 5: 26： 3： 11 4 2

(最総二）

4i l

1

1

2i l： 1

1

2

I：

■

4: 2胃 1

1

： 1

５

2 1

1

1

3； 1： 1

1

1

2: l： 1

1

1



(令和7年）(徳島地裁管内簡裁）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

考考備備庁 名

徳島簡裁

庁 名

2人は兼務

兼務

1人は兼務

兼務

1人は兼務

兼務

兼務

鳴門簡裁

阿南簡裁

牟岐簡裁

美馬簡裁

徳島池田簡裁

吉野川簡裁

合計 17 111l

(最総二）

5

1

1

1

1

1

1

5

2

2

2

2

2

2

5

1

1

1

1

1

1



(令和7年）(高知地家裁）

家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(f)

少年事件を担
当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担

当している裁

半|｣官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判

官数（内数）

(c)

民事事件を担
当している裁

判官数 考備庁 名

(e)(b) (d)(a)

半'1事;特例;未補||判事;特例:未補||判事;特例:未補lll判事;特例;未補|半ﾘ雲特例;未補||判事;特例i未補lll判事;特例:未補

本庁

須崎支部

安芸支部

中村支部

ほかに所長1人がいる

捧一捧

合計 3: 4 2： 4 41： 4111 3: 2: 11111 3: 5241: 41i 1 3

(最総二）

2！ 3

1

1：

1

1： 4

1

1

1

2： 4

1

l§ 4

1

2： 3： 1

1

1

１

1： li l

1

1

1

l畠 1§・ ’

1

1

l：



(令和7年）(高知地裁管内簡裁）

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

民事事件を担当して

いる裁判官数 備 考庁 名

高知簡裁

須崎簡裁

1人は兼務

安芸簡裁

中村簡裁

兼務

1人は兼務、1人は地家裁からの兼務

Ⅱ
’
’
３

合計 7 6

(最総二）

2

1

1

2

3

1

1

2

2

1

1

2



(令和7年）(松山地家裁）
家裁の事件を担当している裁判官数地裁の事件を担当している裁判官数

地裁及び家裁
の両方の事件

を担当してい

る裁判官数

（内数）

(9)

家事及び少年
の両方を担当

している裁判

官数（内数）
(f)

少年事件を担

当している裁

判官数

家事事件を担
当している裁

判官数

刑事事件を担

当している裁

半|｣官数

民事事件を担
当している裁

判官数

民事及び刑事

の両方を担当

している裁判
官数（内数）
(c)

考考備備庁 名

(d) (e)(b)(a)

半ﾘ事;特例;未補||判事:特例:未補||判雲特例:未補|||判事;特例:未補|判事;特例:未補||判事;特例;未補lll判事;特例;未補

判事2人は兼務、ほかに所長1人がいる本庁

大洲支部

西条支部

今治支部

宇和島支部

特例判事補は兼務

特例判事補は兼務

特例判事補1人及び未特例判事補は兼務

6： 43： 5△畢三-L
ロ ロI

4： 58： 6： 211 6： 7； 211 6： 6： 21111 6： 6

(最総二）

2

1

1： 2；

1

1： 2

2： 1

l； 1

l： 2

1

1目 2

2i l

l： 2

l： 2

l i l

l： 2

1: 2

4！ 2： 1

1

1： 2

l§

1！ 2回 1

2胃 2： 1

1

1日 2

1； 1

1胃 2； 1

2； 21 1

1

l： 2

li

l： 2： 1



(令和7年）(松山地裁管内簡裁）

民事事件を担当して

いる裁判官数

刑事事件を担当して

いる裁判官数

民事及び刑事の両方

を担当している裁判
官数（内数）

考備庁 名庁 名

松山簡裁

大洲簡裁

八幡浜簡裁

西条簡裁

新居浜簡裁

四国中央簡裁

今治簡裁

宇和島簡裁

愛南簡裁

1人は兼務、2人は地裁からの兼務

1人は兼務、1人は地裁からの兼務

1人は地裁からの兼務

1人は兼務、3人は地家裁からの兼務

兼務

1人は兼務

1人は地裁からの兼務

1人は兼務、2人は地家裁からの兼務

地家裁からの兼務

１
１
１
■
Ｉ

合計 241 1212

(最総二）

3

1

1

2

1

1

1

1

1

5

2

2

4

2

2

2

3

2

3

1

]’

2

1

1

1

1

1


